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ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
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措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名

1 法務省 0500010
相続処理の代表相
続人の選任

相続処理の代表
相続人の選任

　相続によって，相続
開始時に被相続人に
帰属していた財産
は，相続人に承継さ
れ，共同相続の場合
には，その財産を共
同相続人全員が共同
して売却等することが
でき，また，遺産分割
をした上で，その財産
を承継した者が売却
等することができる。

民法８９６条，
同法８９８条，
同法８９９条，
同法９００条，
同法９０６条
乃至９０９条，
同法２５１条
等

Ｃ ―

　土地利用事業において，相続が円滑に行われないことにより，代表相続人を選任す
ることは，特区か否かによって区別をすべき地域の特性が存在するとは考えられない。
　また，代表相続人が他の相続人の持分等をその同意を得ずに処分することを認める
ことは，他の相続人の所有権の重大な侵害となることから，憲法上の問題が生ずること
になるため，導入は相当でない。

C-1 ― C-1 ― 1419010 掛川市
福祉の森構
想特区

法務省 1394080 堺市
国際楽市楽
座特区

法務省 2048010
堺商工会
議所

国際楽市楽
座特区

3 法務省 0500050

団地内建物の一括
建替え決議に関する
敷地共有要件の緩
和

団地内建物の一
括建替え決議に
関する敷地共有
要件の緩和

現行区分所有法に
は，団地建物の一括
建替え決議制度はな
い。なお，未施行の
「建物の区分所有等
に関する法律及びマ
ンションの建替えの
円滑化等に関する法
律の一部を改正する
法律（平成１４年法律
第１４０号）による区
分所有法の改正法
（以下「改正区分所有
法」という。）第７０条
では，団地内建物の
敷地が当該団地内建
物の区分所有者の共
有に属していること等
を要件とする団地内
建物の一括建替え決
議制度を新設するこ
ととしている。

改正区分所
有法第７０条

Ｃ ー

一団地内の建物であっても，各建物は各棟ごとに独立しており，ある棟の区分所有者
は他の棟について何らの権利も有しておらず，当該建物について建替えを行うか否か
は，各棟ごとに決するのが原則である。これに対し，改正区分所有法第７０条では，団
地内建物の全部が区分所有建物で，その敷地が当該団地内建物全部の区分所有者
の共有に属しており，さらに，各建物が団地管理組合の管理対象とされている団地に
ついては，団地全体としての強い一体性を認めることができ，団地内の全建物の建替
えを団地管理組合の集会で決定することにも十分な合理性があるということで，特に一
括建替え決議の制度を新設することとしたものである。このような要件を満たしておら
ず，例えば，単に共同施設を管理するために管理組合を構成しているに過ぎない団地
において，管理組合の決定で一括建替え決議ができるものとすると，管理組合の決定
に拘束される根拠を欠くことになり，個々の棟の（区分）所有者の利益が不当に侵害さ
れるおそれがあることから，特区区域内に限定したとしても，一括建替え決議の要件を
緩和することは相当でない。

本要望の主旨は、少数住戸の集合住宅棟ごとによる
議決では、多数決原理が働かず建替えが進まないと
という問題を解消するところにある。同主旨に鑑み、特
区において要望を実現することができないか具体的に
検討し回答されたい。

　区分所有権は，区分所有建物の物理的構造による制約はあ
るものの，所有権であり，区分所有建物の建替えは，当該建物
の区分所有者の意思に基づいて行われるのが原則である。こ
れに対し，団地内建物の一括建替え決議の制度は，団地内建
物の全部が区分所有建物で，その敷地が当該団地内建物全部
の区分所有者の共有に属しており，さらに，各建物が団地管理
組合の管理対象とされている団地については，団地全体として
の強い一体性を認めることができ，団地内の全建物の建替えを
団地の敷地の共有者で構成される団地管理組合の集会で決定
することにも十分な合理性があるということで，各棟ごとに決す
べき建替え決議の原則の例外として，特に，改正区分所有法第
７０条で新設されることになったものである。２戸で構成される区
分所有建物（以下「本件建物」という。）で，そのうちの１戸が建
替えに反対している場合を例に挙げて説明すると，本件建物で
の個別の建替え決議が成立せず，建替えが進まないという問
題があるとの指摘であるが，たとえそのような事情があるにせ
よ，敷地も共有していないような，すなわち，団地としての強い
一体性の認められないような場合に，異なる建物の区分所有者
の集団で建替えが決定できるものとする合理的な根拠は見いだ
し難いところであり，このような制度を設けた場合には，建替え
決議に反対する区分所有者の権利を不当に侵害することにな
ると考えられる。したがって，特区内に限定したとしても，改正法
区分所有法第７０条が規定する団地内建物の一括建替え決議
の要件を緩和することは相当でないと考えられる。

C-1 ー

提案者からの意見では「同団地は団地内の建
物すべてがほぼ同時期に竣工しており、区分
所有法の制定前の分譲住宅であることから、
団地内敷地を団地建物所有権者の共有に即
する団地の場合と全体の一体性に何ら変わり
はなく、改正区分所有法が見過ごしている団
地全体にすぎない」とある。このような同住宅
の権利設定の経緯と、団地管理組合の管理
の経緯･状況をふまえて具体的に検討し回答
されたい。

阿佐ヶ谷住宅団地は，テラスハウスや中層
住宅の分譲の際に，それぞれ敷地を分筆し
て分譲しているのであり，テラスハウス等の
購入者も，そのような棟ごとに（あるいは複数
の棟ごとに）分筆された独立した敷地である
ことを前提に土地及び建物の権利を購入し
たものであるから，提案者の意見書で指摘さ
れている，分譲前に敷地を団地内の全建物
の区分所有者の共有にすることが可能で
あったということだけで，団地内の全建物の
区分所有者が敷地を共有している団地の場
合と同様の一体性を認める根拠となるとは
考えられない。かえって，建替えに際して一
体の団地として取り扱えば，客観的な土地・
建物の権利関係と大きな齟齬を生じ，それを
信頼する権利者の利益が著しく損なわれる
ことになる。さらに，提案者の意見書で指摘
されている，阿佐ヶ谷住宅団地で団地管理
規約が設定され，団地内の建物を全体管理
の対象にしている事情についても，それだけ
では，団地内の全建物の区分所有者が敷地
を共有している団地の場合と同様の一体性
を認める根拠とはなり得ないと考えられる。
以上の点から，団地内の全建物の区分所有
者が敷地を共有している団地と同様の一体
性を阿佐ヶ谷住宅団地に認めることは困難
であり，団地内建物の一括建替え決議の敷
地共有要件を緩和することは相当でないと
考える。

C-1 ー 2053010
安藤建設
株式会社

阿佐ヶ谷住
宅団地再生
特区

不動産登記手続
の簡素化

官公署が不動産に関
し登記権利者として
登記をする際には，
登記義務者の承諾書
を添附することを要す
る。

不動産登記
法第３１条第
１項

Ｃ ――
憲法２９条により私有財産権が保護されているところ，実体法上，所有権の移転がない
のにもかかわらず，登記名義人（相続人を含む。）の承諾なしに所有権移転登記を認め
ることはできない。

提案者の要望の主旨は、公道内の登記手続を簡素化
することにより公道上の土地権利関係を明確にするこ
とで土地関係のトラブルを未然に防止することにある。
同主旨に鑑み、何らかの解決策を示せないか検討し、
回答されたい。

公道内といえども実体法上の権利移転がないにもかかわ
らずその登記をすることは，権利の保全及び取引の安全
に資することを目的とする不動産登記制度の趣旨に反す
ることになる。

1416010 掛川市
不動産登記
簡素化特区

土地登記に関す
る権利者の撤廃

官公署が不動産に関
し登記権利者として
登記をする際には，
登記義務者の承諾書
を添附することを要す
る。

不動産登記
法第３１条第
１項

Ｃ ――

憲法２９条により私有財産権が保護されているところ，不動産登記制度は，登記名義人
に第三者対抗力を付与し，その権利を保護する制度であり，その手続の適正を図るた
め，判決による場合を除き登記名義人（相続人を含む。）の登記手続への関与が不可
欠であるから，登記名義人（相続人を含む。）の承諾なしに所有権移転登記を認めるこ
とはできない。

提案者の要望は、共有地や相続分についてすべての
権利者からの証書提出ができず迅速な移転登記が進
まないため、土地の高度利用がすすまないことにあ
る。同主旨に鑑み、提案者の要望を実現するため何ら
かの解決策を示せないか検討し、回答されたい。

行政財産として利用している土地といえども実体法上の
権利移転がないにもかかわらずその登記をすることは，
権利の保全及び取引の安全に資することを目的とする不
動産登記制度の趣旨に反することになる。

1086010 　川内市
川内市土地
高度利用特

区

5 0500070

土地区画整理事業
施行中の区域内の
土地の分筆登記申
請の特例

土地区画整理事
業施行中の区域
内の土地の分筆
登記申請の特例

従前地の所在，位置
を現地において特定
できない場合は，分
筆登記申請は受理で
きない。

不動産登記
法第８１条ノ
２，不動産登
記事務取扱
手続準則第１
２３条

D-1 ――

分筆の登記は，１筆の土地の一個性を変更して，数個の土地を創設する登記であるこ
とから，１筆の土地の範囲を現地において正確に把握し，分割する土地がその１筆地
の範囲内であり，隣接地を包含していないことを現地で正確に確認することが最も重要
な事項である。不動産登記法は，分筆によって新たに生まれる土地を正確に特定し，こ
れを公示する目的をもって，分筆登記の申請書には，分筆前の土地を図示し，分割
線，求積及びその方法等を明らかにした分筆後の土地の地積の測量図を添付しなけ
ればならないとしている。したがって，現地の調査・測量を一切しないで，いわゆる図上
で作成した図面等は，現地を正確に特定できるものとはいえない。そこで，本件につい
ては，施行者は造成工事を開始するまでに登記されている従前の土地の現況を登記
所備付けの公図等に基づき調査し，あらかじめ正確な地図（現地復元可能なもの）を作
成する等して事業施行上必要な分筆登記をするための測量ができるよう準備をしてお
くことで対応が可能である。

貴省の回答は、D-1となっているが提案者の要望は図
上での分合筆の受理であり、措置分類は「C」ではない
か。
また、提案の主旨を踏まえ、区画整理の事業区域内と
いう地区の特性を考慮して提案者の要望を実現する
ため何らかの解決策を示せないか検討し、回答された
い。

区画整理の事業区域内であっても現地の調査・測量を行
わないで，いわゆる公図などの座標値を持たない地図上
で分筆等をすると，地図上の土地の位置と現地のそれと
が相違する，いわゆる地図混乱を招くこととなり，その結
果，土地の権利関係が不確定となって土地取引や権利の
保全を阻害し，ひいては登記所備付け図面等や表示登記
制度に対する国民の信頼を失いかねない事態を生じる。
したがって，図上での分筆登記申請は受理できない。

Ｄ－１
→Ｃ

C-1 ―

提案者からの意見では「土地区画整理事業に
際し、地区内の現況を測量し、測量した現況
測量図及び登記所備え付けの公図を基に「公
図調整図」を作成しているが、この地図が回
答の「あらかじめ正確な地図を作成する等に
地図として認定されるか確認したい」とあり、こ
れについて具体的に検討し、回答されたい。

「あらかじめ正確な地図（現地復元
可能なもの）を作成する等」の地図と
しては，当該地図等により従前地の
所在，位置を現地において復元して
分筆登記をするための測量が可能
となるものであることが必要であるこ
とから，公図を接合させた「公図調
整図」は，これには当たらない。

C-1 ― 1053010

川口市
都市整備
部　区画整
理    事業
課

土地区画整
理事業推進
特区

6 0500090
不動産登記法第１４
６条の適用除外

不動産登記法第
１４６条の適用除
外

登記の抹消を申請す
る場合には，登記上
利害の関係を有する
第三者の承諾書を添
附することを要する。

不動産登記
法第１４６条
第１項

Ｃ ――
仮登記権利者は，後日，本登記をすることによって，仮登記の順位において自らの権
利について対抗力を有することから，仮登記名義人（相続人を含む。）の承諾なしに仮
登記された所有権の抹消登記を認めることはできない。

提案者の要望は、登記手続を簡略化することにより所
有権移転登記の円滑化を図ろうとするものである。例
えば、仮登記権の消滅に時効を設けるなどの適切な
措置を講じた上で提案者の要望を実現するため何ら
かの解決策を示せないか検討し、回答されたい。

仮登記は，不動産に関する権利の順位や移転請求権を
保全するものであるから，その実体法上の権利移転や権
利の消滅がないにもかかわらず，単に登記を抹消するこ
とは，権利の保全及び取引の安全に資することを目的と
する不動産登記制度の趣旨に反することになる。

C-1
―
―

C-1
―
―

1417010 掛川市
旧リゾート
施設用地利
活用特区

7 法務省 0500100

集団和解に準じた方
法による地籍調査事
業の実施時における
不動産登記法の弾
力的運用

特区内全域での
集団和解に準じ
た方法による地
籍調査事業の実
施時における不
動産登記法の弾
力的運用

地図混乱地域又は地
図のない地域におい
ては，極めて例外的
に集団和解方式に
よって実施する場合
がある。

不動産登記
事務取扱手
続準則１１３
条及び１１５
条

Ｅ ――

通常の地図訂正等の際には隣接土地所有者のみで境界立会が行われているところ，
集団和解方式とは，隣接土地所有者のみならず，担保権者等の利害関係人を含む関
係者全員による境界立会（合意）の方法であるので，必ずしも手続の簡素化につながら
ないと考える。

Ｅ
―
―

Ｅ
―
―

1422010 掛川市
地図混乱是
正特区

0500040
事業用定期借地権
の存続期間の設定
の自由化

不動産登記に関す
る特例

0500060

事業用定期借地
権の存続期間の
設定の自由化

事業用定期借地権の
存続期間は，１０年以
上２０年以下と規定さ
れている。

借地借家法
第２４条第１
項

Ｃ

事業用定期借地権の制度は，郊外型レストラン，量販店
等の事業の企業者等，借地権設定者と同等の交渉力が
ある者が借主になることを想定して創設された制度であ
り，これらの企業者等については，事業用定期借地制度
と普通借地制度との違い等についても理解した上で，事
業用定期借地契約を選択することが期待できる。これに
対して，個人事業者等には，こうした知識等を有しない
か，あるいは，不十分な場合が多く，仮に，社会的弱者保
護の見地から，何らかの仕組みを規定したとしても，個人
事業者等に十分な知識がなければ，結局のところ，普通
借地契約ではなく，事業用借地契約の締結を強制された
り，誘導されたりするおそれが払拭できないと考えられ
る。借地借家に関する知識の普及に関する公報等は，折
にふれて行っているところではあるが，個人事業者等を含
む一般私人が，トラブルの発生前に，十分な知識を獲得し
ておくことは困難であり，それゆえ，借地借家法において
は，片面的な強行規定等を設け，借地・借家人の保護を
図っているものである。したがって，事業用定期借地権の
存続期間の設定を自由化することは相当でないと考えら
れる。

貴省からの回答では、借地権設定者と同等の交渉力
を有しない社会的弱者である個人事業者等について
も，普通借地契約ではなく，事業用定期借地契約の締
結を強制されるおそれ等があることから，その存続期
間を１０年以上２０年以下に限定して法定化したとのこ
とであるが、社会的弱者である個人事業者等を保護
する仕組みを規定することにより、特区において本要
望を実現できないか具体的に検討し回答されたい。

ー

事業用定期借地権については，郊外型レストラン，量販店等の事業の企業者等，借地
権設定者と同等の交渉力がある者が借主になることを想定しおり，これらの事業の
ニーズが集中している１０年以上２０年以下という期間を存続期間として，更新，建物買
取請求権等の規定の適用がない借地権の設定を認めたものである。仮に，事業用定
期借地権の存続期間を自由化すると，借地権設定者と同等の交渉力を有しない社会
的弱者である個人事業者等についても，普通借地契約ではなく，事業用定期借地契約
の締結を強制されるおそれ等があることから，その存続期間を１０年以上２０年以下に
限定して法定化したものである。かかる趣旨にかんがみれば，特区地域内に限定した
としても，事業用定期借地権の存続期間の設定を自由化することは相当ではないと考
えられる。

C-1 ー

C-1 ―

特区室措置
の見直し

2

4

特区室措置
の見直し

C-1 ー

C-1 ―
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

8
法務省
財務省

0500110
二線引畦畔の時効
取得申請手続きの
省略

特区内の二線引
畦畔の時効取得
申請手続きの省
略

財務省所管普通財産
のうち民法１６２条に
より取得時効が援用
された不動産につい
ては，取得時効の成
否について国有財産
時効確認連絡会に付
議し意見を求めた上
で取得時効の完成の
認定又は否認を行っ
ている。

民法１６２条
民法１４５条

Ｃ －

　普通財産の取得時効については，原則占有者による取得時効を原因とする所有権
確認の訴えを待って，財産の帰属を定めるべきものである。
しかしながら，迅速な解決を図る観点から，一定の要件を満たすものについては国有
財産時効確認連絡会の意見を求めた上で取得時効の完成の認定又は否認を行うとの
特例を設けているところである。
　更に国有畦畔については，類似的先例がある場合は同連絡会への付議も省略し取
得時効の成否を認定できることとすることにより，処理の促進を図っている。

提案者の要望は、現状の申請方法では、事務量が多
く期間も長期化するので事業が進展しないとのことで
ある。貴省の回答ではこれに対して回答していないと
考えられるので、何らかの解決策を示せないか検討
し、回答されたい。

　普通財産の取得時効については，占有者による取得時
効を原因とする所有権確認の訴えを待って，財産の帰属
を定めるべきものである。
しかしながら，迅速な解決を図る観点から，一定の要件を
満たすものについては国有財産時効確認連絡会の意見
を求めた上で取得時効の完成の認定又は否認を行うとの
特例を設けているところであり，更に国有畦畔について
は，類似的先例がある場合は同連絡会への付議も省略
する手続を定めている。
　したがって，現行手続の中で迅速な処理を行っていきた
い。

C-1 － C-1 － 1422020 掛川市
地図混乱是
正特区

9
法務省
経済産
業省

0500120

鉱害賠償登録が不
動産登記法第81条
の3第1項における合
筆の禁止事由となら
ない緩和措置

鉱害賠償登録が
不動産登記法第
81条の3第1項に
おける合筆の禁
止事由とならない
緩和措置

鉱害賠償支払登録が
登記用紙に記載され
ている土地について
は、不動産登記法第
81条ノ3第1項におけ
る合併を禁止する権
利の登記がある場合
とみなされ、合筆する
ことはできないとされ
ている。

不動産登記
法第81条の3
第1項

Ｄ-1 ――
鉱害賠償登録令第18条の規定による一括申請の場合で登録原因、その日付、登録番
号が同一の場合には、不動産登記法第81条ノ3第1項ただし書の場合と同様な取扱い
を認めることとしたい。

Ｄ-1
―
―

Ｄ-1
―
―

1015010
福岡県
田川市

産炭地域開
発規制緩和
特区

法務省
経済産
業省

鉱害賠償登録令
第19条第1項にお
いて、抹消の手
続を簡易に申請
できる緩和措置

鉱害賠償支払登録の
抹消は、鉱害賠償登
録令第19条第1項に
おいて、その登録を
受けた鉱業権者又は
租鉱権者とその登録
に係る権利の登記名
義人の共同申請によ
ることとされている。

鉱害賠償登
録令第19条
第1項

Ｃ ――

鉱害賠償支払登録を受けた鉱業権者又は租鉱権者が所在不明となった場合に、簡易
に特別代理人又は特別清算人を選任して登録を抹消できる制度を創設することは、所
在不明者の手続保障がないままに著しい不利益を課すことになり、認めることができな
い。また、損害賠償の予定契約は債権契約であり、契約当事者間にのみ効力があるに
すぎないこと及び手続保障の観点から、登録の抹消は、その登録を受けた鉱業権者又
は租鉱権者の申請が必要とされており、最終鉱業権者又は最終租鉱権者において申
請することはできない。

提案者の要望を実現するため何らかの解決策を示せ
ないか検討し、回答されたい。

鉱害賠償支払登録の抹消がされると，鉱業法第１０９条第
３項により，過去すべての鉱業権者又租鉱権者について
損害賠償請求をすることが可能となる。したがって，登録
を受けた鉱業権者又は租鉱権者が所在不明の場合に登
録抹消の手続を簡易にすることは，所在不明者の手続保
障がないままに著しい不利益を課すことになるから，実体
法上の権利関係をそのままにして，単に登録手続上の制
度のみを創設することは困難であり，他に同様の結果をも
たらすような解決策を示すこともできない。

1015020
福岡県
田川市

産炭地域開
発規制緩和
特区

法務省
経済産
業省

鉱害賠償登録令
第19条第3項の
利害関係人を採
掘権に対する抵
当権者に限定す
る措置

鉱業法第109条第3項
は、損害の発生後に
鉱業権の譲渡があっ
たときは、損害の発
生時の鉱業権者及び
その後の鉱業権者が
連帯して損害を賠償
する義務を負うとして
いる。そこで、鉱害賠
償登録令第19条第3
項の利害関係人は、
鉱業権又は租鉱権の
従前の権利者（過去
すべての鉱業権又は
租鉱権者）若しくは承

鉱害賠償登
録令第19条
第3項

Ｃ ――
鉱害賠償支払登録の抹消がされると、鉱業法第109条第3項により、過去すべての鉱業
権者又は租鉱権者について鉱害による損害賠償請求をすることができることとなるの
で、これらの者の承諾を不要とすることはできない。

提案者の要望を実現するため何らかの解決策を示せ
ないか検討し、回答されたい。

鉱害賠償支払登録の抹消がされると，鉱業法第１０９条第
３項により，過去すべての鉱業権者又租鉱権者について
損害賠償請求をすることが可能となる。したがって，利害
関係人（採掘権に対する抵当権者を除く。）の承諾を不要
とすることは，利害関係人の手続保障がないままに著しい
不利益を課すことになるから，実体法上の権利関係をそ
のままにして，単に登録手続上の制度のみを創設するこ
とは困難であり，他に同様の結果をもたらすような解決策
を示すこともできない。

1015030
福岡県
田川市

産炭地域開
発規制緩和
特区

11
法務省
環境省

0500740
土地所有権の範囲
における地下水部分
の適用除外

土地所有権の範
囲における地下
水部分の適用除
外

土地の所有権は，法
令の制限内において
その土地の上下に及
ぶものとされている。

民法第２０７
条

Ｃ ―
地下水部分を所有権の範囲から除外したとしても水質保全には寄与しない。要望を実
現するためには，水質汚濁防止法や土壌汚染対策法等の適用により水質を保全する
ことを検討すべきである。

C-1 ―

提案者からの意見では「①地下水の採取行為
を制限していることを法律上も認めてほしい、
②地下水を汚染する可能性のある行為の制
限を条例で行っていることを法律でも認めて
ほしい」とあり、これについて具体的に検討し、
回答されたい。

既に条例で定めている規制と同一
の規制を法律で定めて欲しいとの要
望は，構造改革特区に馴染むもので
はない。

C-1 ― 1166010 平良市
緑のダム特
区

12 法務省 0500750
公益法人解散の緩
和

財団法人を解散
させたいが，残余
財産を出捐者に
帰属させることが
できないことに
よってそれが困
難になっているの
で，出捐者への
帰属を認めてもら
いたい。

財団法人の残余財産
の帰属先について
は、寄附行為に定め
があればそれによ
る。寄附行為におい
て帰属権利者を指定
せず又は指定する方
法を定めなかったとき
は、理事が主務官庁
の許可を得て、法人
の目的に類似する目
的に処分することが
できる。以上によって
も帰属先が決まらな

民法第７２条 Ｅ ―

　提案書は，財団法人を解散させるという目的を達成するにあたり，出捐者を残余財産
の帰属先とすることが出来ないことが解散という目的達成の障害になっていると主張し
ている。しかし，解散事由があれば解散の効果が生じることは当然であって，かかる解
散事由の問題と残余財産の帰属先の問題とは全く別の問題である。

Ｅ ― Ｅ ― 1237010
山梨県富
士吉田市

13 法務省 0500730

市の関与が大きい
公益法人の設立許
可に関する許可権
限の移譲

市が資本金の４
分の１以上出資
する等，市行政と
密接な関係を有
する公益法人の
設立許可につい
ては，主務官庁
から市へ公益法
人の設立許可の
権限を移譲しても
らいたい。

公益法人の設立許可
については，主務官
庁の裁量に委ねられ
ている。また，その権
限に属する事務は政
令によって都道府県
知事等において処理
するものとされてい
る。

民法第３４
条，第８３条
の２

Ｃ ―

提案書が問題としているのは，県が定めている設立許可要件等が障害になって，公益
法人の設立ができないという点にある。この設立許可要件については，主務官庁の自
由裁量に委ねられており，主務官庁において定められるべきものであり，かかる設立許
可要件の問題は，民法の問題ではない。また，提案書は，「市行政と密接な関係を有
する公益法人」の設立について，これを県の権限にしていたのでは設立が認められな
いので，これを市の権限とし，市の判断でできるようにしてもらいたいとの要望である。
しかし，提案書にも記載されているとおり，現在，内閣官房行政改革推進事務局におい
て「公益法人制度の抜本的改革」の検討が進められており，この中では，民間の自主
性を尊重し，行政の関与を最小化する観点からの検討がされており，特に，設立許可
制については，廃止も含めて見直しの対象となっている。加えて，行政委託型公益法
人については，行政関与を廃止し，又は，最小限度にする方向での見直しがされてい
るところである。にもかかわらず，提案書が要望するような制度を新たに設けることは
むしろ行政改革の趣旨に反することになると考える。

C-1 ― C-1 ― 1125010 前橋市
行財政改革
推進特区

提案者からの意見によれば、公害賠償登録の
記載のある土地の範囲を明確にした上でも、
賠償登録されていない土地との合筆が可能で
ないとすれば、①公害賠償登録の抹消を簡易
に行うことができる道を開くべき、②地方分権
特例制度の結果を反映すべきである、とある。
これについて具体的に検討し、回答されたい。

0500130
鉱害賠償登録令の
特例措置

C-1
―
―

10

①鉱害賠償支払登録及びその旨の
登記は実体法上の権利関係をその
まま反映させるものにすぎないか
ら，鉱業法上の損害賠償請求権及
びそれに基づく求償権が消滅したこ
とを確定させることなく，鉱害賠償支
払登録のみを抹消することは困難で
ある。
②先の地方分権特例制度では，再
製鉱業原簿に登録された者（回復登
録の申請をしなかった者は鉱業原簿
における順位を失う（鉱業登録令第
１１条））からの申請により，「特段の
措置を講ずることなく」本来の手続に
則って鉱害賠償支払登録の抹消が
行われたのであり，利害関係人の同
意を不要としたものではない。

C-1
―
―
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

14 法務省 0500150
登記簿謄本のオンラ
イン化

登記簿謄本のオ
ンライン化

指定法人は，登記情
報の電気通信回線に
よる閲覧をしようとす
る者の委託を受け
て，その者に対し，提
供を受けた登記情報
を電気通信回線を使
用して送信することを
業務とする。

電気通信回
線による登記
情報の提供
に関する法律
第４条第１項

Ｄ-1 ――
オンライン登記情報提供制度においては，公共機関も利用登録をし，同制度を利用す
ることにより法務局に出向くことなく，オンラインによって登記情報を確認することができ
る。

Ｄ-1
―
―

提案者からの意見では「公共機関がオンライ
ン登記情報制度を利用する時は無料で利用
できるよう求める」とあり、これについて確認さ
れたい。

電気通信回線による登記情報の提
供制度については，受益者負担の
原則から，公共機関といえども，そ
の利用を無料とすることはできな
い。

C-1
―
―

1036010 上尾市
登記簿謄本
オンライン
特区

15 法務省 0500160
会社設立時の公証
人による定款認証の
廃止

会社設立時の公
証人による定款
認証の廃止

会社設立時には公証
人による定款の認証
が必要とされている。

商法167条 Ｃ ―
定款認証制度は，定款の記載事項の不備による会社設立に関する紛争防止のための
制度であり，会社の設立の適正を確保する上で不可欠な手続であって，これを不要と
することはできない。

C-1 ― C-1 ― 1219060

兵庫県、新
宮町、上郡
町、三日月
町

先端光科学
技術特区

1324040 横浜市
京浜臨海部
再生特区

1325030 横浜市 交流特区

1182010 青森県
津軽・生命
科学活用食
料特区

1378120 東京都

東京湾岸地
域

における
経済特区

2152140
(株）東京
リーガルマ
インド

ビジネス・
ハイスクー
ル設置特区

2147010
(株）東京
リーガルマ
インド

就業体験特
区

1441010 長野県
障害者雇用
促進特区

1324050 横浜市
京浜臨海部
再生特区

1325040 横浜市 交流特区

1182020 青森県
津軽・生命
科学活用食
料特区

提案主体からの意見では「新事業創出促進法
で創設される確認株式会社という法人は、既
存の株式会社に認められるさまざまなメリット
が制限されており、既存の株式会社等とは
まったく別の法人である。…現行商法、有限会
社法の改正により最低資本金の特例を創設
するよう要望する」とあり、これについて具体
的に検討し、回答されたい。

会社設立時の最低
資本金制限の廃止
又は緩和

0500170
商法168条ﾉ
4、有限会社
法9条

Ｃ

法務省

会社設立時の最
低資本金の制限
を廃止又は緩和
する。

株式会社の設立に際
しては１０００万円、有
限会社の設立に際し
ては３００万円の最低
資本金が必要とされ
ている。

提案者からの要望においては，創業支援以外を目的とし
た最低資本金制度の特例についての要望は存在しないも
のと承知している。

貴省からの回答では、「同法の要件に該当しない場合
にも最低資本金制度の特例を設けることについては，
慎重な検討を要する」こととされているが、提案者の要
望を実現する観点から引き続き検討されたい。

創業支援を目的とした最低資本金制度の特例については，平成１４年臨時国会で成立
した新事業創出促進法の改正により地域を問わず全国的に措置が講じられたところで
あるので，同法の要件に該当する場合には，最低資本金制度の特例が認められるよう
になっている。なお，同法の要件に該当しない場合にも最低資本金制度の特例を設け
ることについては，慎重な検討を要する。

― C-1 ―16

新事業創出促進法における最低資
本金制度の特例は，創業支援という
目的のために一定の要件の下に地
域を問わず広く全国的に講じられた
措置である。同法の要件に該当しな
い場合に最低資本金の特例を設け
ることについては，慎重な検討を要
する。なお，新事業創出促進法にお
ける最低資本金制度の特例の適用
を受ける株式会社は，一定の要件を
満たすことにより当該特例の適用を
受ける点を除き，特に一般の株式会
社と異なるものではない。

C-1 ―
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

2152150
(株）東京
リーガルマ
インド

ビジネス・
ハイスクー
ル設置特区

2147020
(株）東京
リーガルマ
インド

就業体験特
区

法務省

会社設立時の最
低資本金の制限
を廃止又は緩和
する。

1238010 宮城県
みやぎＩＴ特
区

2169020
三菱重工
業株式会
社

会社定款に
よる事業目
的枠制限の
撤廃

2171010
三菱重工
業株式会
社

会社定款に
よる事業目
的枠制限の
撤廃

法務省
自由財産の範囲
の拡大及び住環
境への配慮

破産者が破産宣告時
に有する不動産は債
権者への配当の引当
てとなる財産（破産財
団）に含まれる。

破産法第６条
第１項

Ｃ －
自由財産の範囲の拡大については，債権者間及び債務者間で全国的に不均衡が生
じ，かえって，特区における債務者への融資が円滑に行われなくなる可能性も考えられ
るなど，経済的な混乱が生ずるおそれがある。

1254050 墨田区
産業活力創
生特区

法務省
自由財産の範囲
の拡大

破産者が破産宣告時
に有する動産は債権
者に配当されるべき
ものであるが，例外と
して，左記法律で定
める動産が債務者の
手元に残るものとな
る。

民事執行法
第１３１条，民
事執行法施
行令第１条，
破産法第６条

Ｃ ー
債権者間及び債務者間で全国的に不均衡が生じ，かえって，特区における債務者へ
の融資が円滑に行われなくなる可能性も考えられるなど，経済的な混乱が生ずるおそ
れがある。

貴省からの回答では「債権者間及び債務者間で全国
的に不均衡が生じ，かえって，特区における債務者へ
の融資が円滑に行われなくなる可能性も考えられるな
ど，経済的な混乱が生ずるおそれがある」とあるが、
提案者の要望の主旨を踏まえ、例えば債権者の権利
を保護する代替措置を提案者がとることとする等に
よって、提案者の要望を実現することができないか検
討し、回答されたい。

債務者が破産した場合に債権者の権利を保護するには，
自由財産の範囲の拡張に伴って減少した配当額を債権
者に支払うほかないと考えられるところであり，適切な代
替措置は見当たらない。

1254040 墨田区
産業活力創
生特区

法務省

中小企業の経営
者あるいは共同
経営者が，当該
企業の債務を担
保するために抵
当権を設定した
自己居住用土
地・建物について
の抵当権の実行
としての競売等の
禁止

現行法上，抵当権の
実行としての競売等
の対象となる不動産
について，何らの制
限もない。

民事執行法
第１８８条，第
４５条等

Ｃ ー
特区区域内に限定したとしても，自己居住用土地・建物についての抵当権の実行とし
ての競売等を禁止すると，既に抵当権を有する者に著しい損害を与えるおそれが高い
こと等から，相当ではないと考えられる。

2148010

（株）東
京リーガ
ルマイン
ド

再チャレン
ジ支援特区

19 0500190
外国法人進出のた
めの印鑑証明手続
き規制緩和

外国法人進出の
ための印鑑証明
手続き規制緩和

登記の申請書に押印
すべき者は，あらかじ
め，その印鑑を登記
所に提出しなければ
ならない。

商業登記法
第20条

D-1
（特段の
措置を要
しない。）

外国人は，押印に代えて署名で足りるとされており（明治32年法律第50号(外国人ﾉ署
名捺印及無資力証明ﾆ関ｽﾙ法律)第1条），外国会社の登記申請の場合でも，署名につ
き本国官憲の発行する「ｻｲﾝ証明書」を添付すれば，印鑑の提出は要しないとして取り
扱っている（昭和48年1月29日付け法務省民四第821号民事局長通達）。

D-1 D-1 1394020 堺市
国際楽市楽
座特区

18

提案者からの意見では「今後の地域活性化の
ためには一度破産した中小企業経営者が新
業種･業態への展開など、再チャレンジできる
環境の整備が不可欠であることを考慮し、経
済的混乱が生じない範囲で措置を検討された
い」とあり、これについて具体的に検討し回答
されたい。

破産時における個人
資産の一定割合の
確保の特例措置

0500760

提案者の要望の主旨は,会社定款の事業目的枠を撤
廃することにより、定款変更なく企業が速やかに新規
事業に進出できるようにするものである。同提案の主
旨を踏まえ、特区において要望を実現できないか具体
的に検討し、回答されたい。

法務省 0500180

会社の事業目的の
会社定款及び商業
登記簿への記載の
廃止

商法第166条
第1項第1号、
商業登記法
第80条第1号

C ―
会社はその目的の範囲において活動するものであり、目的の範囲で権利能力を有する
こととされている。したがって、目的を定款に記載し、かつ、登記することにより、対外的
に知らせる必要がある。

会社の事業目的
の会社定款及び
商業登記簿への
記載の廃止

会社は設立時に定款
に目的を記載するこ
ととされ、当該目的は
登記される。

株式会社が定款記載の目的を超えて新規事業に進出す
る場合には、会社の所有者であり、その目的を前提として
投資している株主に及ぼす影響に鑑み、その承認を得る
ことが必要であることは当然であるから、提案者の要望を
認めることはできない。

C-1 ー

C-1 ―17

債務者の自由財産を拡大すれば，
債権者にとっては，債務者に財産が
あるにもかかわらず，自由財産が拡
張される前までは回収できた額が回
収できなくなることになって，債権者
の財産権に与える影響が大きく，か
えって「貸し渋り」の現象が生ずるお
それがある。そして，特区において
自由財産を拡大する措置をとるとき
は，対象となる債務者をどのように
画するかという問題があることとあい
まって，債権者の予測可能性を著し
く害するなど，混乱を生じさせる事態
も予想される。
　また，特区において自由財産を拡
大する措置をとるときは，他の地区
の債務者の間に不公平感が生ま
れ，モラル・ハザードの問題が生ず
るおそれもある。
　以上の点を考慮すると，経済的な
混乱を生じさせないで，特区におい

C-1 ―

C-1 ー
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

20 法務省 0500200

本庁舎以外で行って
いる市民課窓口業
務のうち戸籍謄抄本
の交付事務の取り
次ぎの民間委託

本庁舎以外で
行っている市民
課窓口業務のう
ち戸籍謄抄本の
交付事務の取り
次ぎの民間委託

市区町村長の指揮下
にある市区町村職員
（嘱託職員を含む。）
が取り扱うこととされ
ている。

戸籍法第１０
条，第１２条
の２

C

民間事業者を「経由機関」として戸籍謄抄本の交付事務を取り扱わせるとのことである
が具体的取扱方法が不明である。
　仮に「地方公共団体の特定の事務の郵政官署における取扱いに関する法律（平成１
３年法律第１２０号。以下「郵政官署法」という。）」における郵便局職員と同様の戸籍謄
抄本の取り次ぎのみを行うとした場合，その取扱いを認めて差し支えない。ただし，次
の１から３までのとおりの取扱いをすることが最低限必要である。なお，具体的取扱方
法いかんによっては，別の条件が付される場合もあるので，このような取扱いを希望す
るのであれば，具体的取扱方法を明らかにされたい。
　しかしながら，本件取扱いは特区に固有のものではなく，全国的な対応を求められる
ものであり，内容的にも特に下記３の問題については条例による規定を全国一律に義
務づけることは困難と考えられるため，実現は難しいものと考える。
　また，市民に対して民間事業者に自らの個人情報を取り扱ってもらいたくないという
選択を可能ならしめる（そういう市民は本庁において交付を受けることはできる。）た
め，市政窓口では民間事業者が取扱いをしていることを窓口に掲示し，かつ，市の広
報紙に掲載するなどして市民に周知させる必要もある。
１　実際に戸籍原簿を持たない窓口での交付になるので，交付事由の記載を要しない
交付請求に係る戸籍に記載されている者からの交付請求に限ること（郵政官署法第２
条第１号参照）。
２　窓口で交付申請者の本人確認を行うこと（戸籍の謄本等，登録原票の写し等又は
戸籍の附票の写しの交付の請求の受付及び引渡しの事務の郵政官署における取扱
いに関する省令（以下「郵政官署省令」という。）第２条参照）。
３　個人情報の保護はもちろんであるが，本取扱いにより知り得た情報を受託者の他
の事業の目的に利用しないことなどについて罰則規定を含む規則を定めること（郵政
官署法第５条）。

貴省の回答では、左記１～３の要件を満たすことによ
り実現が可能との見解が示されているが、提案の主
旨をふまえ、民間事業者においても郵政官署と同様の
扱いとすることについて、特区において実現できない
か検討の上、回答されたい。

戸籍謄抄本の取り次ぎが郵便局職員に認められているの
は，戸籍謄抄本を取り扱う者が国家公務員であることによ
る。国家公務員については，国家公務員法上守秘義務が
課せられており，これに違反すると，同法の規定による罰
則や懲戒処分の対象となる。したがって，民間事業者に
ついて郵政官署と同様の取扱いを特区で実現することは
できない。
また，民間事業者に対して，国家公務員法と同様の規定
を特区に限り設けることは適当でないと思われるため，実
現は難しいものと思われる。

C-1

提案者からの意見によれば次のような代替措
置を講じたうえで実現することを要望してい
る。これについて具体的に検討し、回答された
い。
①事業者は請求の内容に不当な目的等交付
が不適当と考えられる時は、請求書をしに送
付する時にその旨意見を付し、市が決定を行
う
②除籍改製原謄抄本はとり扱わない
③個人保護条例の措置により受託事業者は
その事務に関して知り得た譲歩をもらしてはな
らないと定め、個人情報を保護する。
④業務委託契約等の措置により個人情報を
保護する
⑤広報、公示、ネームプレートの着用等により
民間事業者であることを明確にする。

　代替措置なるもののうち，①については，行政処
分である戸籍謄抄本の交付の可否を決定すること
が市区町村長の権限であり，それを行使するのは
正職員に限られることは当然である。②について
は，現在戸籍の謄抄本の取扱いのみをするという
ことであるが，第三者からの交付請求を認める限
り，その請求事由を明らかにさせて交付の可否に
つき市区町村長は判断しなければならないのであ
るから，交付対象を戸籍謄抄本に限定しても，そ
の取扱いが変わるわけではない。③④について
は，各自治体の個人情報保護条例の規定により
公務員の守秘義務の代替措置を取らせるために
は，刑罰を含む罰則規定が整備されている必要が
あるところ，公務員の守秘義務は法により規定さ
れているが，民間事業者の取り扱う個人情報の保
護については各自治体の条例等に委ねられてお
り，公務員の守秘義務の代替措置として相当か否
かは各自治体の条例の内容をもとに個別に判断
するしかない。⑤については，市政窓口において
民間事業者が自らの戸籍謄抄本の取扱いをしても
良いと市民自らが判断するための情報を提供する
ものであり，窓口でのトラブルを避けるため実務上
の取扱いとして必要であると思われる。以上のよう
に，上記①から⑤までの措置は，従来から当然必
要であると考えていたものであり，これらの措置を
新たに提示されても，結論は変わらない。
　なお，当省が最も問題視しているのは，民間事業
者が戸籍謄抄本作成に関わること（複数枚ある場
合の綴り込みや契印をすること）である。提案庁の
意見は，交付の可否判断を下すことが公権力の行
使に当たり，その後の戸籍謄抄本の作成事務は
事実上の行為にすぎないから，民間事業者が行っ
ても差し支えないという理由であると思われるが，
戸籍謄抄本の交付は公証事務であり，その方法
は市区町村長の認証を付した証明書を交付するこ
とにより行われる（戸籍の閲覧制度は廃止されて
いる。）。すなわち，戸籍謄抄本の作成自体が公証
事務の主たる部分であるから，その部分を公務員
でない者が行うことは相当でない。

C-1 1369020 三鷹市
情報技術活
用・活力創
出特区

金融庁
法務省

地域を限定し、地方自治体または公的機関等により
一般大衆の地位や財産を保護するための代替措置を
講じることを条件に、特区において本提案の公益性に
鑑みこれを実現することができないか、具体的に検討
し、回答されたい。

1368020
東京都世
田谷区

地域通貨
（エコマ
ネー）事業
展開

金融庁
法務省

地域、期間を限定し、地方自治体または公的機関等
により一般大衆の地位や財産を保護するための代替
措置を講じることを条件に、特区において本提案の公
益性に鑑みこれを実現することができないか、具体的
に検討し、回答されたい。

2096020

財団法人
2005年日
本国際博
覧会協会

2005年日本
国際博覧会
においてIC
チップ内蔵
型入場券を
活用し地域
通貨（エコ
マネー）と
連携させた
前売り券発
行事業

法務省
警察庁
総務省

カジノ設置に関す
る刑法の改正又
は特別法の整備

　刑法第２３章に規定する罪は，社会の風俗を害する行為として規定されているところ，
刑罰法規の基本法である刑法を改正して，日本国内の特定の地域においてのみその
適用を排することとすることはできないし，カジノのみを刑法第２３章の罪の構成要件か
ら外すこともできない。
「刑法第３５条による合法化」については，いずれかの省庁において，カジノを合法化す
る法律を立案することとなれば，その内容について，当省が，個別に，当該省庁との協
議に応じる用意はある。

1042010 熱海市
熱海温泉郷
観光振興特

区

法務省
警察庁
総務省

カジノ特別法制定
とゲーミングコント
ロール法の新設

いずれかの省庁において，カジノを合法化する法律を立案することとなれば，その内容
について，当省が，個別に，当該省庁との協議に応じる用意はある。

1080010 鳥羽市
観光産業特

区

21

地域通貨について次の論点を明らかにする観
点から、関係省庁と連携し次の3点について引
続き具体的に検討されたい。
①転々流通性の付与
②換金性の付与
③発行保証金の供託に代わる発行主体の信
用確保手段の多様化

１　仮に，地域，期間を限定したとしても，業として預り金を
する者の事務所等が特定の区域に所在することを捉え
て，出資法２条の規制を撤廃，緩和するだけでは，業とし
て預り金を行う悪質業者を当該区域に招く可能性が高い
上，これらの悪質業者の処罰や，当該区域の住民に止ま
らないこととなる被害者の保護等に重大な支障を来すこと
となり，困難である。
２　これに対し，地方自治体又は公的機関等により一般大
衆の地位や財産を保護するための代替措置を講ずること
を条件として「地域通貨」を発行することができるか否か
は，まずもって，当該「地域通貨」の発行主体，地方自治
体又はその他の公的機関の指導監督を所管し，これに関
する措置等を講ずべき省庁において，どのような代替措
置を講ずることができるか，また，その代替措置が相当で
あるか等を検討した上で判断すべき事柄であると考える。
いずれかの省庁において，出資法２条の適用除外を定め
る法律を立案することとなれば，その内容について，当省
が，個別に，当該省庁との協議に応じる用意はある。

0500890
地域通貨の発行時
の規制の撤廃又は
緩和

　要望における「地域通貨」の定義が必ずしも明確ではなく，また，ある行為が出資法
違反となるか否かは，個別取引の実態等を勘案して判断されるものであるが，対価を
受領して「地域通貨」を発行し，また未使用分の換金を保証する場合，当該「地域通貨」
の発行行為は元本の返済を保証した金銭の受入れ（＝預り金）となる可能性があり，
同法第２条第１項に抵触するおそれがある。
　一般大衆の地位や財産の保護を図るため，業として元本を保証して不特定多数の者
から金銭を受け入れること（預り金）を，他の法律に特別の規定ある者を除いて禁止す
る特別刑法たる出資法の趣旨にかんがみると，一般大衆の地位や財産を保護するた
めの措置等を講じつつ，業として預り金をする行為を許容するような他の法律の特別
の規定なく，国内一般において犯罪である行為を特区内で認めることは，当該区域内
で悪質な預り金行為を行う者の出現を招き，住民の地位や財産の保護に欠ける状態を
招くおそれがあるため，困難である。

地域通貨の中に
は発行時に、対
価を受け取り、ま
た、未使用分を換
金するケースが
ある。これは、「出
資の受け入れ、
預り金及び金利
等の取り締まりに
関する法律」第２
条１項に抵触する
可能性があり、同
法による規制の
撤廃又は緩和が
必要である。

出資法は，「業として
預り金をするにつき
他の法律に特別の規
定のある者を除く外，
何人も業として預り金
をしてはならない。」
（同法２条１項）と定
め，これに違反した者
には，３年以下の懲
役若しくは３００万円
以下の罰金，又はそ
の併科の罰則がある
（同法８条１項１号）ほ
か，両罰規定が設け
られている（同法９
条）。なお，同法２条１
項にいう「他の法律」
には，銀行法，長期
信用銀行法，信託業
法，農業共同組合
法，中小企業等協同
組合法，労働基準法
等がある。

C-1C

出資の受入
れ，預り金及
び金利等の
取締りに関す
る法律第２条
第１項

①　「転々流通性の付与」の意義が
必ずしも明らかではないが，出資法
２条１項は，業として不特定かつ多
数の者から元本の返済を保証した
金銭の受入れを行うことを禁止して
いるものであって，いわゆる地域通
貨と称される証票等（以下「証票等」
という。）が転々流通し得るとしても，
それのみをもって直ちに預り金に該
当することとなるものではない。つま
り，転々流通性の付与自体は，預り
金の禁止規制と抵触するものではな
い。
②　「換金性の付与」の意義が必ず
しも明らかではないが，前記のとお
り，出資法２条１項は，元本の返済
を保証しない金銭の受入れを禁止し
ているものではないから，証票等の
換金がなされ得るとしても，それの
みをもって直ちに預り金に該当する
こととなるものではない。しかしなが
ら，例えば，証票等の発行主体にお
いて，一般的に未使用部分の換金
を保証した上で証票等の対価を受
領する場合には，預り金の禁止規制
に抵触する可能性がある。
　過去，出資法２条１項違反によって
逮捕・捜索等の強制捜査が行われ
た事案としては，いわゆる豊田商事
事件，オレンジ共済事件，ジー・オー
グループ事件，八葉物流事件等の
重大悪質事犯が多数存在するとこ
ろ，前回の回答で述べたとおり，仮
に，地域等を限定したとしても，預り
金をする者の事務所等が特定の区
域に所在することを捉えて 出資法

C-1
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

法務省
警察庁
総務省

堺商工会議所提
出に係る「カジノ
の合法化」につい
て

　刑法第２３章に規定する罪は，社会の風俗を害する行為として規定されているところ，
刑罰法規の基本法である刑法を改正して，日本国内の特定の地域においてのみその
適用を排することとすることはできないし，カジノのみを刑法第２３章の罪の構成要件か
ら外すこともできない。
「刑法第３５条による合法化」については，いずれかの省庁において，カジノを合法化す
る法律を立案することとなれば，その内容について，当省が，個別に，当該省庁との協
議に応じる用意はある。

2048040
堺商工会
議所

国際楽市楽
座特区

法務省
警察庁
総務省

カジノに係る賭博
関係規則の適用
除外又は特別法
の整備

　刑法第２３章に規定する罪は，社会の風俗を害する行為として規定されているところ，
刑罰法規の基本法である刑法を改正して，日本国内の特定の地域においてのみその
適用を排することとすることはできないし，カジノのみを刑法第２３章の罪の構成要件か
ら外すこともできない。
「刑法第３５条による合法化」については，いずれかの省庁において，カジノを合法化す
る法律を立案することとなれば，その内容について，当省が，個別に，当該省庁との協
議に応じる用意はある。

2013010
珠洲にラス
ベガスを創
る研究会

能登国際観
光カジノ産
業特区

法務省
警察庁
総務省

カジノ運営に関す
る風俗営業等の
規制及び業務の
適正化に関する
法律の改正

　いずれかの省庁において，カジノを合法化する法律を立案することとなれば，その内
容について，当省が，個別に，当該省庁との協議に応じる用意はある。

1042020 熱海市
熱海温泉郷
観光振興特

区

法務省
警察庁
総務省

カジノに係る現
金、商品等の提
供規制の適用除
外又は特別法の
整備

　刑法第２３章に規定する罪は，社会の風俗を害する行為として規定されているところ，
刑罰法規の基本法である刑法を改正して，日本国内の特定の地域においてのみその
適用を排することとすることはできないし，カジノのみを刑法第２３章の罪の構成要件か
ら外すこともできない。
「刑法第３５条による合法化」については，いずれかの省庁において，カジノを合法化す
る法律を立案することとなれば，その内容について，当省が，個別に，当該省庁との協
議に応じる用意はある。

2013020
珠洲にラス
ベガスを創
る研究会

能登国際観
光カジノ産
業特区

23 法務省 0500210

企業法務経験者の
司法試験法6条各項
に規定する受験科
目の軽減

　司法試験について
は，第一次試験及び
第二次試験に分かれ
ており，第二次試験
は，短答式及び論文
式による筆記試験並
びに口述による試験
によって行われてい
る。
　第二次試験の試験
科目は，短答式は，
憲法，民法，刑法，論
文式は，憲法，民法，
商法，刑法，民事訴
訟法，刑事訴訟法，
口述は，憲法，民法，
刑法，民事訴訟法，
刑事訴訟法としてい
る。
　なお，試験科目免
除として，第一次試
験の免除規定（司法
試験法第４条），筆記
試験の合格者に対す
る次回の筆記試験の
免除規定（同法第６
条６項），高等試験行
政科合格者に対する
短答式試験の免除並
びに論文式試験及び
口述試験の科目一部

司法試験法
第４条，第６
条１項，第２
項，第３項，６
項，６条附則
第４項

Ｃ

　司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応
用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家資格試験であるところ，企業
法務経験者の法律に関する実務経験には様々なものがあり，これをもってその能力が
あるものとして一部の科目を免除することは相当ではない。
　また，法律に関する実務的な能力は，企業法務以外の法律に関する実務の経験に
よっても修得され得るものであり，企業法務の経験があるという事実をもって特に有利
な取り扱いをすることには問題がある。

提案者の要望の主旨は、日本企業の経営スピード化
を図るため、企業が直面する法的課題に迅速かつ的
確に対応できる産業界の実務に精通した法曹人口の
増加を図ることである。同提案の主旨に鑑み、企業に
おける法務実務経験を適切に評価することにより、要
望を実現することができないか検討の上回答された
い。

　司法試験は，裁判官，検察官又は弁護士となろうとする者に
必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定すること
を目的とする国家資格試験であり，同試験科目の一部を免除す
るためには，当該科目を免除するだけの学識と能力が実証され
る必要がある。
　企業法務に一定期間従事した経歴をもって，その一部を実証
することについては，企業法務に多用な形態があり，かつ，その
専従の度合いも多様であることなどから，一律の基準により免
除要件を定めることが極めて困難であるとともに，その客観的
な証明を行うことも技術的に極めて困難である。
　加えて，法律に関する実務的な能力は，企業法務以外の法律
に関する実務の経験によっても修得されるものであり，企業法
務の経験があるという事実をもってのみ有利な取り扱いをする
ことは，試験の公平性の観点からも相当でない。したがって，仮
に一定の経歴を認定して，試験科目の一部又は全部を免除す
る取扱いを定める場合には，広範な法律関連職種について包
括的な検討を行い，その上で基準化を図ることになるが，その
ような検討を行うことは極めて困難である。
　なお，産業界の実務に精通した法曹人口の増加を図るという
提案者の要望に関しては，平成１３年６月１２日の司法制度改
革審議会意見が，「企業法務等の位置付けについて検討し，少
なくとも，司法試験合格後に民間等における一定の実務経験を
経た者に対して法曹資格の付与を行うための具体的条件を含
めた制度設備を行うべきである。」としており，その後平成１４年
３月１９日に閣議決定された司法制度改革推進計画をも踏ま
え，司法制度改革推進本部において，司法試験合格後，一定
期間，裁判手続関係等一定の法律実務に従事し，事前に所要
の研修を受けた企業法務の担当者等について，司法修習を終
えなくとも弁護士資格を認めることなど，弁護士資格の特例措
置を拡充する法案を，今通常国会へ提出することが予定されて
いるところである。

C-1 C-1 2169010
三菱重工
業株式会
社

企業法務経
験者の司法
試験受験資
格の緩和

22
いずれかの省庁において，カジノを合法化する法律を立
案することとなれば，その内容について，当省が，個別
に，当該省庁との協議に応じる用意はある。

カジノ設置に関する
特例

カジノに係る行為は，
刑法第２３章（賭博及
び富くじに関する罪）
に規定する罪の構成
要件に該当しうる行
為である。

他省庁での本提案の検討の結果、所管官庁が明らか
になった場合は当該省庁とともに検討されたい。

刑法第１８５
条ないし第１
８７条

C-1Ｃ0500870 C-1
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

法務省

非弁護士の法律
事務の取り扱い
の規定の改正
（「国と民間企業
との間の人事交
流に関する法律」
により交流派遣さ
れた国家公務員
（一種）につき弁
護士法第７２条本
文の適用除外と
する。

　弁護士又は弁護士
法人でない者が，報
酬を得る目的をもっ
て，法律事件に関す
る法律事務を行うこと
を業とすることは禁止
されている（罰則あ
り）。

弁護士法第７
２条

B-1

弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。このような同条の趣旨に照
らすと，特区内のみにおいて同条の規制対象・範囲を変更することは相当でない。そこ
で，全国的な対応の当否について検討するに，『「国と民間企業との間の人事交流に関
する法律」により交流派遣された国家公務員（一種）』というだけでは，法律専門家とし
ての能力的・倫理的担保を図るための措置が十分に存在しないから，これに対して法
律事件に関する法律事務を取り扱うことを認めると，国民の法律生活の公正円滑な営
みと法律秩序を害するおそれがあるといわざるを得ず，これを認めることは相当でな
い。ただし，司法試験合格後，一定期間，公務員として所定の法律関係事務に従事し，
かつ，所定の研修を修了した者については，法律専門家としての能力的・倫理的担保
を図ることができることから，このような者に対しては弁護士資格を付与して法律事務
を取り扱うことを認めることとし，これを内容とする「司法制度改革のための裁判所法等
の一部を改正する法律案」を，司法制度改革推進本部から第１５６回国会に提出する
予定である。

貴省の回答は、Ｂとなっているが提案者の要望は弁護
士でない一般職の国家公務員（Ⅰ種）が人事交流によ
り派遣された先で法律事務を行うことであり、措置分
類は「C」となるのではないか。

修正する。 Ｂ→Ｃ 2145010
(株）東京
リーガルマ
インド

専門資格者
増員特区

法務省

弁護士となる資
格の付与条件の
緩和
（「国と民間企業
との間の人事交
流に関する法律」
により交流派遣さ
れ法律事務の実
務を一定期間経
過した国家公務
員（一種）に弁護
士となる資格を付
与する）

　司法修習生となる
資格を得た後５年以
上裁判所事務官，法
務事務官等の職に
在った者は弁護士と
なる資格を有する
が，その他の国家公
務員については，弁
護士となる資格を取
得することはできな
い。

弁護士法第５
条

B-1

　弁護士の資格要件は，国民の法律生活の公正円滑な営みと法律秩序の維持の見地
から，弁護士資格を付与する者を，弁護士の業務を行うために必要な法律専門家とし
ての能力的・倫理的担保が十分に存在する者に限るという趣旨から設けられたもので
あるから，特区内のみにおいて資格要件を変更することは相当でない。
　全国的な対応の当否については，『「国と民間企業との間の人事交流に関する法律」
により交流派遣され法律事務の実務を一定期間経過した国家公務員（一種）』というだ
けでは，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための措置が十分に存在する
とはいえないから，これに対して弁護士資格を付与することは相当でない。
　ただし，司法試験合格後，一定期間，公務員として所定の法律関係事務に従事し，か
つ，所定の研修を修了した者については，法律専門家としての能力的・倫理的担保を
図ることができることから，このような者に対しては弁護士資格を付与することとし，こ
れを内容とする「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律案」を，司
法制度改革推進本部から第１５６回国会に提出する予定である。

貴省の回答は、Ｂとなっているが提案者の要望は弁護
士でない一般職の国家公務員（Ⅰ種）が人事交流によ
り派遣され法律事務の実務を一定期間経過した場合
に弁護士となる資格を付与することであり、措置分類
は「C」となるのではないか。

修正する。 Ｂ→Ｃ 2145020
(株）東京
リーガルマ
インド

専門資格者
増員特区

法務省

弁護士となる条
件の緩和
（弁護士法第８条
の廃止）

　弁護士となる資格を
有する者であっても，
日本弁護士連合会に
備えた弁護士名簿に
登録されなければ，
弁護士となることはで
きず，弁護士業務を
行うこともできない。

弁護士法第８
条

C

　弁護士となる資格を有する者について，弁護士名簿に登録されないまま弁護士とな
り，弁護士業務を行うことを認めると，当該者は弁護士会及び日本弁護士連合会に入
会しないことになるため，弁護士会及び日本弁護士連合会による指導・連絡・監督（弁
護士法第３０条参照）を受けず，また，懲戒処分の対象にもならなくなるため，当該者の
弁護士業務の適正を担保することが不可能になるから，弁護士法第８条を廃止するこ
とは相当でない。

2145030
(株）東京
リーガルマ
インド

専門資格者
増員特区

25 法務省 0500250
弁護士の兼業制限
の緩和

弁護士の兼業禁
止の緩和

　弁護士は，原則とし
て公務に就任するこ
とができず，例外とし
て公務に就任した場
合も，その間は原則
として弁護士の業務
を行うことができな
い。また，弁護士が営
利企業に所属する場
合等は，所属弁護士
会の許可を受けなけ
ればならない。

弁護士法第３
０条

B Ⅰ

　弁護士法上の公務就任の制限を撤廃し，弁護士が営業等に従事する場合につき，こ
れまでの許可制から届出制に移行すること等を内容とする「司法制度改革のための裁
判所法等の一部を改正する法律案」を，司法制度改革推進本部から第１５６回国会に
提出する予定である。

B-1 Ⅰ B-1 Ⅰ 2145070
(株）東京
リーガルマ
インド

専門資格者
増員特区

法務省

司法書士の業務
範囲の拡大
（司法書士に法廷
外法律事務を行
うことを認める）

  司法書士は，登記
又は供託に関する書
類の作成や手続の代
理，裁判所や検察庁
に提出書類の作成に
関する相談を行うこと
ができる。平成１４年
の第１５４回国会にお
いて，研修の課程を
修了し，かつ法務大
臣の認定を受けるこ
とを要件として，紛争
の目的の価額が９０
万円以下の民事紛争
についての法律相談
を行うこと等を司法書
士の業務とする司法
書士等の一部改正法
が成立した（本年４月
１日施行）。
　弁護士又は弁護士
法人でない者が，報
酬を得る目的をもっ
て，法律事件に関す
る法律事務を行うこと
を業とすることは禁止
されている（罰則あ

司法書士法
第３条
弁護士法第７
２条

　司法書士については，平成１４年の第１５４回国会において，研修の課程を修了し，
かつ法務大臣の認定を受けることを要件として，紛争の目的の価額が９０万円以下の
民事紛争についての法律相談を行うこと等を司法書士の業務とする司法書士等の一
部改正法が成立した（本年４月１日施行）。
　弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱いの禁止を定めているのは，厳格
な資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服
すべきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の
措置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑
な営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。
　このような同条の趣旨に照らしたとき，司法書士について現在の権限を超えて法廷外
法律事務を行うことを認めるためには，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図る
ための十分な措置が必要であるところ，このような措置が設けられていない現段階に
おいては，特区内であるかないかを問わず，司法書士にこれらの法廷外法律事務を行
うことを認めることは相当でない。

2146070
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

法務省

不動産鑑定士の
業務範囲の拡大
（不動産鑑定士に
法廷外法律事務
を行うことを認め
る）

弁護士又は弁護士法
人でない者が，報酬
を得る目的をもって，
法律事件に関する法
律事務を行うことを業
とすることは禁止され
ている（罰則あり）。

弁護士法第７
２条

　弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。
　このような同条の趣旨に照らすと，不動産鑑定士について法廷外法律事務を行うこと
を認めるためには，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための十分な措置
が必要であり，このような措置を設けないまま，不動産鑑定士について法廷外法律事
務を行うことを認めることは相当でない。

2146020
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

法務省

マンション管理士
の業務範囲の拡
大
（マンション管理
士に法廷外法律
事務を行うことを
認める）

弁護士又は弁護士法
人でない者が，報酬
を得る目的をもって，
法律事件に関する法
律事務を行うことを業
とすることは禁止され
ている（罰則あり）。

弁護士法第７
２条

　弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。
　このような同条の趣旨に照らすと，マンション管理士について法廷外法律事務を行う
ことを認めるためには，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための十分な
措置が必要であり，このような措置を設けないまま，マンション管理士について法廷外
法律事務を行うことを認めることは相当でない。

2146030
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

0500220
国家公務員への弁
護士資格付与の特
例

C-124

１　現代においては，弁護士が高度
通信機器等を利用して遠隔地の当
事者にも法律サービスを提供するこ
とが可能である上，弁護士が取り扱
う事件において，当事者，関係者，
関係物件等のすべてが特定の地域
内に存在し，その影響がすべて同地
域内にtとどまるという事件はほとん
ど想定しがたいから，弁護士の業務
について場所的な限定を付すこと
は，意味を持たないというべきであ
る。
　　そうすると，特区という特定の地
域内に限定し，弁護士の業務である
法廷外法律事務を隣接法律専門職
種に行わせることについては，その
ような限定は事実上困難である。
　　したがって，これまで述べてきた
とおり，隣接法律専門職種の業務範
囲の拡大は，特定の地域内のみを
対象に行うべき事柄ではなく，全国
的に，資格法制全体の在り方を視野
に入れて検討すべきものと考える。
　　そして，法律専門家としての能力
的・倫理的担保を図るための十分な
措置を講じないまま，隣接法律専門
職種に現在の権限を超えて法廷外
法律事務の取扱いを認めることが相
当でないことは，これまで述べてきた
とおりである。
２　いわゆる弁護士過疎の問題につ
いては，新たな法曹養成制度による
弁護士人口の大幅な増加，弁護士
法人制度において従たる事務所へ
の弁護士の常駐義務の免除制度が
設けられていること，日本弁護士連
合会による法律相談センター及び公
設事務所の設置等弁護士過疎自体
を解消するための取組が現実のも
のとして行われている。
　　そして，司法制度改革推進本部
において，リーガルサービスセンター
構想（裁判その他の紛争解決手続
に関するサービスを国民に身近な場
所で提供するセンターを各地に設置
する）の検討が進められており，法
務省もこれに全面的に協力している
が，これによっても弁護士過疎問題
の解消が図られる。
また 現在の隣接法律専門職種

C-1

7/19ページ



【修正版２次】05　法務省　再々検討要請＋回答 2005/8/2414:07

No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

法務省

宅地建物取引主
任者の業務範囲
の拡大
（宅地建物取引
主任者に法廷外
法律事務を行うこ
とを認める）

弁護士又は弁護士法
人でない者が，報酬
を得る目的をもって，
法律事件に関する法
律事務を行うことを業
とすることは禁止され
ている（罰則あり）。

弁護士法第７
２条

 弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。
　このような同条の趣旨に照らすと，宅地建物取引主任者について法廷外法律事務を
行うことを認めるためには，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための十分
な措置が必要であり，このような措置を設けないまま，宅地建物取引主任者について
法廷外法律事務を行うことを認めることは相当でない。

2146040
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

法務省

行政書士の業務
範囲の拡大
（行政書士に法廷
外法律事務を行
うことを認める）

弁護士又は弁護士法
人でない者が，報酬
を得る目的をもって，
法律事件に関する法
律事務を行うことを業
とすることは禁止され
ている（罰則あり）。

弁護士法第７
２条

　弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。
　このような同条の趣旨に照らすと，行政書士について法廷外法律事務を行うことを認
めるためには，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための十分な措置が必
要であり，このような措置を設けないまま，行政書士について法廷外法律事務を行うこ
とを認めることは相当でない。

2146010
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

法務省

社会保険労務士
の業務範囲の拡
大
（社会保険労務
士に法廷外法律
事務を行うことを
認める）

弁護士又は弁護士法
人でない者が，報酬
を得る目的をもって，
法律事件に関する法
律事務を行うことを業
とすることは禁止され
ている（罰則あり）。

弁護士法第７
２条

　弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。
　このような同条の趣旨に照らすと，社会保険労務士について法廷外法律事務を行う
ことを認めるためには，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための十分な
措置が必要であり，このような措置を設けないまま，社会保険労務士について法廷外
法律事務を行うことを認めることは相当でない。

2146100
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

法務省

弁理士の業務範
囲の拡大
（弁理士に法廷外
法律事務を行うこ
とを認める）

弁護士又は弁護士法
人でない者が，報酬
を得る目的をもって，
法律事件に関する法
律事務を行うことを業
とすることは禁止され
ている（罰則あり）。

弁護士法第７
２条

　弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。
　このような同条の趣旨に照らすと，弁理士について法廷外法律事務を行うことを認め
るためには，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための十分な措置が必要
であり，このような措置を設けないまま，弁理士について法廷外法律事務を行うことを
認めることは相当でない。

2146090
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

法務省

税理士の業務範
囲の拡大
（税理士に法廷外
法律事務を行うこ
とを認める）

弁護士又は弁護士法
人でない者が，報酬
を得る目的をもって，
法律事件に関する法
律事務を行うことを業
とすることは禁止され
ている（罰則あり）。

弁護士法第７
２条

　弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからである。
　このような同条の趣旨に照らすと，税理士について法廷外法律事務を行うことを認め
るためには，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための十分な措置が必要
であり，このような措置を設けないまま，税理士について法廷外法律事務を行うことを
認めることは相当でない。

2146080
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

法務省

非弁護士の法律
事務取扱い禁止
の緩和
（法廷外法律事
務を弁護士法第
７２条の規制の対
象外とする）

弁護士又は弁護士法
人でない者が，報酬
を得る目的をもって，
法律事件に関する法
律事務を行うことを業
とすることは禁止され
ている（罰則あり）。

弁護士法第７
２条

　弁護士法第７２条が非弁護士による法律事務取扱の禁止を定めているのは，厳格な
資格要件が設けられ，かつ，その職務の誠実適正な遂行のための必要な規律に服す
べきものとされるなど，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図るための諸般の措
置が講じられた弁護士が法律事務を独占することが，国民の法律生活の公正円滑な
営みと法律秩序の維持のために必要とされたからであり，同条は合理的な制度と考え
られる。
　法廷外法律事務であっても，法律専門家としての能力的・倫理的担保のない者にこ
れを行うことを認めると，国民の法律生活の公正円滑な営みと法律秩序を害するおそ
れがあることは同様であるから，法廷外法律事務について弁護士法第７２条の規制の
対象外とすることは相当でない。

2146050
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

弁護士過疎地をなくすため隣接法律専門職種
が法律相談業務をなすことについて、地域を
限定し資格に応じて行うことができる非弁護士
活動（法律相談業務）の内容、地域要件を特
定することにより、特区において実現できない
か具体的に検討し、回答されたい。

業務独占資格は，当該資格者の業務を行うだけの十分な
能力を有している者にのみ当該業務を行わせることが，
利用者である国民の権利利益を保護する観点から必要で
あることから設けられたものである。したがって，これらの
資格の業務範囲の変更は，特区という特定の地域内のみ
を対象に行うべき事柄ではなく，全国的に，資格法制全体
の在り方を視野に入れて検討すべき事柄である。
　そして，既に述べたとおり，弁護士法第７２条の趣旨に
照らすと，法律専門家としての能力的・倫理的担保を図る
ための十分な措置を講じないまま，司法書士，不動産鑑
定士等その他隣接法律専門職種等に現在の権限を超え
て法廷外法律事務の取扱いを認めることは相当でなく，こ
のことは，全国的に認めるか特区内に限って認めるかに
かかわるものではない。
　なお，弁護士遍在の問題については，新たな法曹養成
制度による弁護士人口の大幅な増加，弁護士法人制度
において従たる事務所への弁護士の常駐義務の免除制
度が設けられていること，日本弁護士連合会による法律
相談センター及び公設事務所（ひまわり基金法律事務所）
の設置等の取組が行われているところであり，隣接法律
専門職種等に法廷外法律事務の取扱いを認めることの
みによって解決すべき事柄ではない。

非弁護士の業務範
囲の拡大(法律相談
業務)

提案者の要望は弁護士の大都市偏在による地域にお
ける法律相談の需要に十分な対応がなされていない
現状に対し他の資格者を活用することで対応すること
を目的とするものである。提案の主旨に鑑み、地域を
限定し資格に応じて行うことができる非弁護士活動
（法律相談業務）の内容、地域要件を特定することに
より、特区において実現できないか具体的に検討し、
対応されたい。

Ｃ C-1050077026

　　また，現在の隣接法律専門職種
の業務範囲を前提にしても，例えば
司法書士については，従前から，裁
判所等に提出する書類の作成及び
これに伴う法律相談がその業務とさ
れていた上，本年４月１日に施行さ
れる改正司法書士法により，簡易裁
判所における訴訟等目的の価額が
９０万円以下の民事訴訟等手続につ
いての代理権及び紛争の目的の価
額が９０万円以下の民事に関する紛
争に関する法律相談や和解の代理
等がその業務とされており，司法書
士がこの権限を活用することによっ
て，弁護士過疎地の法的ニーズに
応えることが可能である。他の隣接
法律専門職種についても，その業務
範囲には違いがあるが，同様に，そ
れぞれの権限を活用することによって
　　したがって，弁護士過疎問題の解 C-1
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

法務省
非弁護士の法律
事務取扱い表示
禁止規定の撤廃

弁護士又は弁護士法
人でない者は，弁護
士又は法律事務所の
標示又は記載をする
こと，利益を得る目的
で法律相談その他法
律事務を取り扱う旨
の標示又は記載をす
ることは禁止されてい
る（罰則あり）。

弁護士法第７
４条第２項

弁護士法第７４条第２項は，弁護士又は弁護士法人でない者が，法律相談等を取り扱
う旨の標示をすることによって，一般人がこの者を弁護士又は弁護士法人と誤信して
損害を被ることを防止しようとするものであり，上記のとおり，法廷外法律事務について
弁護士法第７２条の規制の対象外とするべきではない以上，同項を廃止することは相
当でない。

2146060
(株）東京
リーガルマ
インド

法律相談自
由化特区

27 法務省 0500260

外国人向け専門
サービス業（弁護
士）の外国人への開
放①外国法事務弁
護士となるための
「法務大臣の承認」
要件の緩和

外国人向け専門
サービス業（弁護
士）の外国人へ
の開放①外国法
事務弁護士とな
るための「法務大
臣の承認」要件
の緩和

　現行外弁法第７条
で，外国弁護士の資
格を有する者は，法
務大臣の承認を受け
た場合に限り，外国
法事務弁護士となる
資格を有すると規定
し，同法第１０条で承
認基準を規定してい
る。

外国弁護士
による法律事
務の取扱い
に関する特別
措置法第７条

C

　現行外弁法は、資格を取得した外国等において３年以上の実務経験を要件とするこ
と（同法第１０条第１項第１号）によって、その資格を取得した外国の法についての専門
的学識を制度的に保証し、また、外国の法令による刑に処せられたことなど一定事由
を欠格事由とする（同条同項第２号）ことによって、外国法事務弁護士が供給する法律
サービスの質の確保を図り、さらには誠実職務遂行意思、損害賠償能力等を要件とす
る（同条同項第３号）ことによって、依頼者等関係者の不測の損害を防止し、これらを承
認の要件として、基準を充たした場合に承認することとしている。これら承認要件は、我
が国において弁護士に類する専門資格である外国法事務弁護士業務を行うにおいて
は必要最低限の要件といえるもので、これら承認要件を撤廃することは依頼者等関係
者保護の観点から妥当でなく、また、上記要件はその充足が決して困難なものではなく
容易に充たしうるものであるから、特区内外を問わず、これら承認要件を撤廃する必要
性はない。

C-1 C-1 1306090 神戸市
国際みなと
経済特区

28 法務省 0500270

外国人の在留資格
で可能な活動範囲
の拡大（「人文知識・
国際業務」の在留資
格で一般事務職等
の業務に従事）

特区内大学を卒
業し、特区内に就
職する人文系学
部卒業の留学生
に対し、留学生の
専攻学問と業務
内容との関連を
問わず、どのよう
な業務にも従事
することを可能に
する。特に「人文
知識・国際業務」
の在留資格で一
般事務職等の業

本邦の大学を卒業し
た留学生は，従事し
ようとする業務に必要
な知識に係る科目を
専攻している場合
や，これに必要な知
識を修得し，従事しよ
うとする業務に係る知
識を有していると認
められるときは，就労
資格への変更ができ
る。

出入国管理
及び難民認
定法第20条

C

就労を目的とした外国人の入国・在留に関しては，政府の基本方針として，現時点にお
いては専門的，技術的分野の外国人のみを受け入れることとされている。かかる基本
方針を踏まえ，入管法では，在留資格制度によって就労活動が認められる範囲を限定
しているのであり，かかる分野以外で外国人を受け入れることは適当ではない。なお，
外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関係省庁
連絡会議において検討する必要がある。

提案者の要望の主旨は、人文系の留学生が卒業後
「人文知識・国際業務」資格で一般事務職に従事でき
るよう「研究」資格以外の分野においても活動範囲の
拡大を要望しているものである。同提案の主旨に鑑
み、特区において先行的に実施することが可能かどう
か速やかに検討されたい。

「一般事務職」が，人文科学の分野に属する知識又は外
国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とす
る事務であれば，人文系の留学生が卒業後「人文知識・
国際業務」の在留資格に変更し，これらの知識等を必要と
する業務に従事することが可能である。

Ｃ→Ｄ
－１

D-1 D-1 1274010 大分県 留学生特区

29 法務省 0500400
留学生の在留期間
延長

特区内大学を卒
業し、特区内に就
職する留学生の
在留期間の上限
を５年間に延長す
るとともに、特区
内の４年制大学
に在学する留学
生につき、在留期
間の上限を４年
に延長されたい。

「留学」の在留資格に
対応する在留期間
は，２年又は１年とさ
れている。

出入国管理
及び難民認
定法第２条の
２第３項，出
入国管理及
び難民認定
法施行規則
第３条，別表
第２

Ｃ －

入管法上は，一旦在留資格・在留期間を付与された外国人は，その在留期間の間は，
滞在先や活動先が変更しても合法的に滞在を継続することが可能な仕組みとなってい
る。仮に特区外への移転を理由に特例措置の効果を消滅させようとすれば，移転を理
由として在留資格を取り消し，その出国を義務づけるなどの措置をとる必要があるが，
このような形で外国人の移動や転学の自由を制約することの相当性の問題，これを実
施するための担保措置の問題などから，これを実現することは困難である。なお，本件
のような要望が行われるのは，在留期間更新のための手続が負担となっていることに
原因があると考えられるが，申請取次ぎによる本人出頭の免除等の措置により申請負
担軽減を図ってきたところである。

特区において、その提案主体が不法就労の防止に関
する措置を講じ、域内大学がその身元保証する事等
によって、特区において同提案が実現できないか検討
し回答されたい。

域内大学の身元保証があったとしても当局指摘事項は払
拭され得ない。また，留学生の活動状況には問題が多発
しており，少なくとも２年に一度の在留状況の確認は必要
である。

C-1 －

提案者の意見では「留学生の場合（4年制大
学）、4年間の定まった在学期間があり、在学
中の更新を省くことは失効の恐れをなくす」と
あり、これについて具体的に検討し、回答され
たい。

４年間の在学期間中に，留学生とし
ての活動状況の確認をする必要性
が高い状況にあり，一方失効のおそ
れは在留期間更新許可手続の適切
な実施により回避できることから，係
る要望の実施は適切ではない。

C-1 － 1274020 大分県 留学生特区
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

1260030 宮崎県
リゾート宮
崎　ＩＴ特区

1249010
福岡県・福
岡市

福岡アジア
ビジネス特
区（福岡ア
ジアビジネ
ス地区）

1250010
福岡県・久
留米市

福岡アジア
ビジネス特
区（久留米
アジアバイ
オ地区）

法務省

留学生が、就職
先が決まらないま
ま卒業に至った
場合、在留資格
を短期滞在に変
更しても滞在期
間は最大９０日し
かなく、３月末又
は９月末に卒業し
た留学生が以後

「短期滞在」の在留資
格に対応する在留期
間は，９０日，３０日，
又は１５日と定められ
ている。

出入国管理
及び難民認
定法第２１条

Ｂ Ⅳ

留学生が，卒業後就職先が決まらないまま，付与されている在留期間が経過すること
が見込まれる場合には，当該外国人が就職活動を行っており，かつ，大学又は地方公
共団体が身元保証等の代替措置を講ずることを条件として，「短期滞在」への在留資
格変更を許可し，更に１回の在留期間更新を認めることにより，最長１８０日滞在するこ
とを可能とする措置を講じることを検討する。

1274030 大分県 留学生特区

31 法務省 0500620

入学予定留学生に
対する「留学」在留
資格審査手続きの
特例

特区内大学に入
学予定の留学生
に対する「留学ビ
ザ」の申請を受験
時から受理され
たい。

「留学」の在留資格に
係る申請は，大学等
受入れ教育機関が入
学を許可してから申
請ができる。

－ Ｃ －
仮に受験時に申請を受理したとしても，入学許可書等審査に必要な書類の提出がなけ
れば審査を行うことができない。

例えば、予定される審査書類の一部を先行審査する
等の措置を講じることにより、特区において提案者の
要望を実現することができないか検討し、回答された
い。

入学許可証が最も重要な審査書類であり，先行審査は困
難である。

審査書類についてはこれまで簡素化を図り，申請書と入
学許可書（教育機関の職員による代理申請の場合は入
学許可書も不要）を求めているのみであるため，先行審査
の対象となる審査書類が想定されない。

Ｃ→Ｄ
－１

D-1 － D-1 － 1260020 宮崎県
リゾート宮
崎　ＩＴ特区

32 法務省 0500680
留学生の資格外活
動の制限緩和（週２
８時間の延長）

留学生が資格外
活動の許可を受
けてアルバイトを
行う際に，特区内
留学生が有償長
期インターンシッ
プに参加する場
合に限り，上限を
週２８時間から週
４０時間に延長す
る。

留学生は，１週２８時
間（長期休業期間に
あっては１日８時間）
の範囲内で，資格外
活動の許可を受けて
アルバイトを行うこと
ができることとされて
いる。

出入国管理
及び難民認
定法第１９条
第２項，出入
国管理及び
難民認定法
施行規則第１
９条，第１９条
の２及び法務
省通達で，
「留学」の在
留資格を有
する外国人
が資格外活
動をする場合
に，その上限
を週２８時間
と定められて
いる事項につ
いて

Ｄー1 －
個別の申請に基づいて，本来の在留活動を阻害しない範囲で１週間２８時間を超える
就労を認める取扱いを行っている。

貴省の回答では「個別の申請に基づいて，本来の在
留活動を阻害しない範囲で１週間２８時間を超える就
労を認める取扱いを行っている」とあるが、どのような
場合において週28時間を超える就労が認められるか
明らかにされたい。

雇用先等を問わない一律かつ包括的な１週２８時間以内
のアルバイト活動を行うことができる包括的許可と異な
り，雇用先，就労時間及び就労内容等を明らかにして個
別の申請を行った場合には，内容を審査した上本来の活
動を阻害しない範囲で１週間２８時間を超える就労を認め
る取扱いを行っている。
なお，包括的な資格外活動許可の場合おいても，夏季休
暇など長期休業期間にあっては，１日について８時間以内
の就労が認められている。

D-1 － D-1 － 1274040 大分県 留学生特区

33 法務省 0500990
夜間大学院留学生
に対する「留学」在
留資格の付与

夜間大学への留
学を認め，留学
生に対し，昼間８
時間アルバイトが
できるようにす
る。

夜間大学への留学は
認められていない。ま
た，留学生は，１週２
８時間（長期休業期
間にあっては１日８時
間）の範囲内で，資格
外活動の許可を受け
て包括的にアルバイ
トを行うことができる
こととされているが，
これを超えるアルバ
イトは個別申請とな
る。

出入国管理
及び難民認
定法第１９条
第２項，出入
国管理及び
難民認定法
施行規則第１
９条，第１９条
の２

Ｃ －

入管法第７条第１項第２号の基準を定める省令において，「専ら夜間通学して教育を受
ける場合」については，「留学」により行うことができる活動から除外されている。就労可
能な在留資格を付与される資格・技能等を有していない場合においては，いわゆる単
純労働に従事することが予測され，その場合昼間における当該労働が主たる活動であ
り，夜間部における学習はその傍ら行っているものとみなさざるを得ない。このことは専
門的，技術的分野での外国人労働者の受入れしか認めないという我が国の基本政策
に反し，在留資格の趣旨を逸脱するおそれがある。

就業、就学の形態が多様化するなか、夜間大学への
留学についても認められないか具体的に検討し、回答
されたい。

現行入管法は夜間大学への留学を禁止しているものでは
ない。外国人の在留はその主たる活動により許否を決定
しているところ，夜間大学への留学を認め，昼間８時間の
アルバイトを認めた場合，主たる活動は「就労」となると考
えられることから，「留学」の在留資格の対象とはならない
が，就労活動を行うことを理由として在留資格を取得した
場合には夜間大学への留学も可能である。

特区内に所在する大学の夜間において授業を行う大学院
の研究科に入学して教育を受ける場合について，大学に
よる保証がある場合には，入管法第７条第１項第２号の
基準を定める省令の専ら夜間通学して教育を受ける場合
を除いている基準を適用しない旨の特例措置を講ずると
ともに，現行の留学生と同様，週２８時間以内の包括的な
資格外活動の許可を与える特例措置を検討する。

Ｃ→Ａ Ⅲ A Ⅲ A Ⅲ 1249040
福岡県・福
岡市

福岡アジア
ビジネス特
区（福岡ア
ジアビジネ
ス地区）

34
法務省

0501040
「留学」在留資格に
日本語教育機関を
追加

就学生について
は通学定期が発
行されないなどの
制限があるため，
特区認定を受け
た日本語教育機
関において教育
を受ける活動を
在留資格「留学」
に追加する。

いわゆる高等教育機
関（学校教育法上）と
して位置付けられて
いる教育機関以外の
教育機関において教
育を受ける活動を行
う場合は，「就学」の
在留資格に該当する
こととなる。

出入国管理
及び難民認
定法第２条の
２別表第一の
四の表中，在
留資格「留
学」の下欄に
掲げる活動

Ｃ

「留学」又は「就学」の在留資格については，入国・在留管理の面から，大学等の高等
教育機関に相当する教育機関において教育を受ける活動を「留学」とし，それ以外の
教育機関において教育を受ける活動を「就学」としている。したがってこれを一つの在
留資格とすることはできない。なお，通学定期発行等の問題は，どのような者に運賃の
割引を行うのか，という問題であり，関係機関が検討することにより解決を図るべきで
あると考える。

C-1 C-1 2099040 個人 教育特区

貴省からの回答にある「留学生が，卒業後就職先が
決まらないまま，付与されている在留期間が経過する
ことが見込まれる場合には，当該外国人が就職活動
を行っており，かつ，大学又は地方公共団体が身元保
証等の代替措置を講ずることを条件として，「短期滞
在」への在留資格変更を許可し，更に１回の在留期間
更新を認めることにより，最長１８０日滞在することを
可能とする措置を講じること」につき、実施時期および
取扱の内容につき具体的に検討し、回答されたい。
また、同措置により「短期滞在」資格によって滞在した
場合、「留学生」資格での滞在で認められる、週２８時
間の労働が引き続き求められること、就職活動のため
に延長滞在する「短期滞在」資格の日本国内における
資格変更を可能とする等、提案者の要望の主旨に鑑
み検討されたい。

出入国管理
及び難民認
定法第２条の
２第３項，出
入国管理及
び難民認定
法施行規則
第３条，別表
第２

Ｂ －

留学生が，卒業後就職先が決まらないまま，付与されている在留期間が経過すること
が見込まれる場合には，当該外国人が就職活動を行っており，かつ，大学又は地方公
共団体が身元保証等の代替措置を講ずることを条件として，「短期滞在」への在留資
格変更を許可し，更に１回の在留期間更新を認めることにより，最長１８０日滞在するこ
とを可能とする措置を講じることを検討する。なお，単に就職活動のみ行うという外国

人について，１年もの滞在を認めることは適当ではない。

法務省

留学生の在留資
格について，卒業
後１年間の滞在
を認め、その間に
就職活動すること
を可能にされた

い。

－

外国人の在留資格
要件の緩和（留学生
の在留資格につい
て，就職活動のため
卒業後の在留資格

延長）

0500410

平成１５年度中に，留学生が卒業後就職活動を行う場
合，最大１８０日の滞在を認める特例措置について検討
し，実施する。
また，同特例措置により「短期滞在」の在留資格をもって
在留する者の資格外活動許可については，個別の申請
に基づき審査することとなる。
なお，就職活動の結果就職した場合には，「短期滞在」か
ら該当する就労資格への在留資格の変更は可能である。

平成１５年度中に，留学生が，卒業後就職先が決まらな
いまま，付与されている在留期間が経過することが見込
まれる場合には，当該外国人が就職活動を行っており，
かつ，大学又は地方公共団体が身元保証等の措置を講
ずることを条件として，「短期滞在」への在留資格変更を
許可し，更に１回の在留期間更新を認めることにより，最
長１８０日滞在することを可能とするとともに，資格外活動
の許可についても，個別の申請に基づき，週２８時間以内
の活動を認めることとする措置を講ずることを検討する。
　なお，１８０日を経過した者についても，本邦の公私の機
関との契約に基づいて，当該外国人が大学において学ん
だ自然科学や人文科学の分野に属する技術や知識を要
する業務に日本人と同等以上の報酬を受けて従事するの
であれば，その期間の活動が正式採用までのトレーニン
グ的なものであっても，「人文知識・国際業務」又は「技術」
の在留資格に変更して引き続き在留することが可能であ
る。

ⅣB-130 B-1 Ⅳ

10/19ページ



【修正版２次】05　法務省　再々検討要請＋回答 2005/8/2414:07

No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

35 法務省 0500280

外国人の在留資格
で可能な活動範囲
の拡大（中国漢方研
究者の「研究」在留
資格付与）

中国漢方研究者
の中には経験的
習熟により研究を
行っている者もお
り、この者が研究
者として在留する
こと、事業化され
た場合は業務に
従事することを特
例として認められ
たい。

ー

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「法別表第１
の２の表の研
究の項の下
欄に掲げる活
動」の項

Ｄー１ ー

出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を定める省令の表の「法別表
第１の２の表の研究の項の下欄に掲げる活動」の項の下欄の第１号においては，大学
卒業等後修士の学位又は３年の研究経験を有することとする学歴要件のほか，１０年
以上の研究経験を有することを要件として定めており，経験的習熟により研究を行って
いる者についても「研究」の在留資格の対象となっているところである。また，本件外国
人研究者が特区法第１５条の適用を受けた場合には，法務省令の学歴要件等の適用
はなく，また，同研究者が事業化に係る業務に従事することは可能である。

D-1 ー D-1 ー 1178010
広島県
沼隈町

中国式薬膳
研究特区

36 法務省 0500460

外国人の在留資格
要件（10年の実務経
験）の緩和、研究機
関・技術機関等の推
薦による付与）

交流を活発に行
うため，特区内で
活動する外国人
研究者及び技術
者の在留資格
を、本人の知識
や技術の評価に
より、弾力的に付
与できるように
し、在留資格に係
る基準に、研究機
関・技術機関等
の推薦も含めら
れたい。

－

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令

Ｃ －

政府の基本方針で，外国人労働者の受入れについては現時点においては専門的，技
術的分野の外国人労働者のみの受入れを認めることとされている。かかる基本方針に
基づき，入管法の下では能力や職業分野に関し客観的かつ統一的な基準を定めて外
国人を受け入れる仕組みをとっているのであり，受入れ機関の推薦による受入れは適
当ではない。なお，上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条
第１項第２号の基準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議する
ものとされており，また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国
人労働者問題関係省庁連絡会議において検討する必要がある。

提案者の要望は、特区内で活動する外国人研究者及
び技術者の在留資格を、本人の知識や技術の評価に
より、弾力的に付与できるようにし、交流を活発に行う
ため在留資格に係る基準に、研究機関・技術機関等
の推薦も含めて容認することを求めているものである
から、特区において実現できないか検討し、回答され
たい。

政府の基本方針で，外国人労働者の受入れについて現
時点においては専門的，技術的分野の外国人労働者の
みの受入れを認めることとされている。かかる基本方針に
基づき，入管法の下では能力や職業分野等に関し客観的
かつ明確な基準を関係行政機関の長と協議の上で定め，
これに基づき法務省において外国人を受け入れる仕組み
をとっている。受入れ機関の推薦は，客観的な能力を示
すものというよりは当該機関の雇用の必要性を示すもの
であり，これによって能力に関する要件に代替させること
は，適当ではない。

C-1 － C-1 － 2030030
三菱地所
株式会社

国際人材育
成・技術交
流特区

37 法務省 0500290

外国人の在留資格
要件の緩和（３箇月
以内の滞在における
芸術活動の容認）

３箇月以内の短
期滞在を前提と
するアーティスト・
イン・レジデンス
事業においては、
資格外活動の許
可手続のための
時間的な猶予が
ほとんどなく、招
聘に係る芸術家
の能力を有効に
活用することがで
きないため，同許
可なく有償で行う
ことのできる活動
範囲を拡大され
たい。

「短期滞在」の在留資
格をもって在留する
者は就労することは
認められていない。

出入国管理
及び難民認
定法第19条

C ー
芸術家が芸術上の活動又は興行形態で行う活動を目的として入国・在留する場合は，
「芸術」又は「興行」の在留資格を取得することが相当である。

特区において、提案者の行う事業のために来日する
芸術家について速やかに「芸術」又は「興行」の在留
資格を付与することが可能かどうか具体的に検討し、
回答されたい。

特区において、提案者の行う事業が特区の特定事業又
はその関連事業であれば，構造改革特別区域基本方針
別表１の504の「特定事業等に係る外国人の入国・在
留諸申請優先処理事業」を実施することにより，当該
外国人の入国・在留に係る申請について、審査を担当
する地方入国管理局において特に迅速な審査が行われ
るように、他の案件と区別して優先的に処理する措置
が講じられる。

Ｃ→Ｄ
－２

C-1 ー

提案者の意見では「すべてのアーティストが、
収入を伴う活動をするものではない。京都の
芸術文化の振興に資すると判断した場合に限
り、収入を伴う活動を追加しようとするもので
ある。…「短期滞在」の在留資格を前提に、収
入を伴う活動を行うことの可否について回答
を頂きたい」とある。これについて検討し、回
答されたい。

「短期滞在」の在留資格についても
業として行うものではない活動に対
する謝金等は認められているところ
であるが，報酬を受ける活動を行う
ことを目的として入国する場合に
は，「興行」等の就労資格による入
国が適当である。なお，地方公共団
体の機関等に招へいされる場合の
「興行」の在留資格要件は報酬要件
のみに緩和されているところである。

C-1 ー 1179070 京都市
国際文化観
光特区

1306080 神戸市
国際みなと
経済特区

1305060 神戸市
先端医療産
業特区

39 法務省 0500310

外国人の在留資格
要件の緩和（国内の
みを就航する船舶へ
の外国人乗組員（運
航要員を除く）の「技
能」在留資格）

国内のみを就航
する船舶におい
て外国語と日本
語を駆使し、国際
交流を行う観光
サービス業務で
は、外国人雇用
ができないため，
「技能」の在留資
格の活動範囲を
拡大し、神戸港を
起終点とする観
光船への外国人
乗組員（運航要
員を除く）の採用

ー

出入国管理
及び難民認
定法第２条の
２第２項，別
表第１

Ｄー１ ー
外国語と日本語を駆使し、国際交流を行う観光サービス業務に従事する活動を行う者
については，「人文知識・国際業務」の在留資格により入国・在留することが可能であ
る。

貴省からの回答によれば、「外国語と日本語を駆使
し、国際交流を行う観光サービス業務に従事する活動
を行う者については，「人文知識・国際業務」の在留資
格により入国・在留することが可能である」とのことで
あるが、提案者の要望事項は上記対象となると考えて
よいか回答されたい。

「国内のみを就航する船舶において外国語と日本語を駆
使し、国際交流を行う観光サービス業務」を排除する規定
はないので，基本的には対応できると考えるが，個々の
案件については詳細に確認しなければ回答はできない。

D-1 ー D-1 ー 1306060 神戸市
国際みなと
経済特区

平成１５年度中に，一定の条件の下，「家族滞在」の在留
資格をもって在留する者の資格外活動許可について，雇
用先等を問わない一律かつ包括的な１週２８時間以内の
アルバイト活動を行うことができる包括的許可について検
討し，実施する。

出入国管理
及び難民認
定法第19条

Ｂ

外国人が現に有する
在留資格に属する活
動のほかに，それ以
外の就労活動を行お
うとする場合には，あ
らかじめ資格外活動
の許可を受けることと
されている。

貴省からの回答にある「「家族滞在」の在留資格をもっ
て在留する者について，一定の条件の下，留学生と同
様に，包括的な資格外活動許可を与える取扱いを行
うこと」につき、実施時期および取扱の内容につき具
体的に検討し、回答されたい。

法務省 0500300

外国人の在留資格
要件の緩和（「家族
滞在」資格在留者の
資格外活動許可）

「家族滞在」の在
留資格で在留す
る者が，外国人と
しての特性を活
かした業務（語学
教育など）に従事
する場合の資格
外活動許可につ
いて、留学滞在
資格者と同じく包
括的なアルバイト
活動（アルバイト
内定前での許可
及びアルバイト先
変更についての
申請不要）を認め
られたい。また、
許可までの時間
を短縮し、本人の
出頭も不要とされ
たい。

ー
「家族滞在」の在留資格をもって在留する者について，一定の条件の下，留学生と同様
に，包括的な資格外活動許可を与える取扱いを行うことを検討する。なお，入国・在留
諸申請は本人出頭が原則であるが，申請取次制度を利用することによって，本人の出
頭が免除されている。

B-1 ー38 B-1 ー
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

40 法務省 0500320
外国人在留資格の
「技能」項目の追加
（マッサージ）

海外のマッサー
ジ施術師を招聘
し、良質の温泉と
あわせ、本格的
な海外のマッ
サージを外湯利
用者へ提供する
ため，出入国管
理及び難民認定
法第7条第1項第
2号の基準を定め
る省令の表の技
能の項に「マッ
サージ」を追加さ

「技能」の在留資格は
「本邦の公私の機関
との契約に基づいて
行う産業上の特殊な
分野に属する熟練し
た技能を要する業務
に従事する活動」であ
り，法務省令におい
て調理人，建築技能
者，航空機操縦者等
が該当する者として
定められている。

出入国管理
及び難民認
定法第7条第
1項第2号の
基準を定める
省令の表の
「技能」の項

Ｃ ー

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。

提案者の要望は、「技能」の在留資格の項にマッサー
ジを追加することであるので特区において実現できな
いか検討し、回答されたい。

マッサージは医療行為に類する活動であり，我が国では
法律（あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関
する法律）により免許の取得が求められていることから，
「医療」の在留資格に該当し，「技能」の在留資格に該当
する活動ではない。要望されているマッサージ師が日本
での免許を有していることが前提である。

C-1 ー C-1 ー 1307030 神戸市
六甲有馬観
光特区

1204010 石狩市

サハリン石
油・天然ガ
ス開発プロ
ジェクト後
方支援特区

1204020 石狩市

サハリン石
油・天然ガ
ス開発プロ
ジェクト後
方支援特区

42 法務省 0500480
外国人の在留資格
要件（審査基準）の
緩和「技能」

技術・ノウハウを
持つ外国人を集
団で招聘するた
め，全員が長期
の実務経験者で
ある必要はないこ
とから，「技能」の
在留資格につい
て，現行10年と
なっている実務経
験年数を3年程度
に緩和し，また，
報酬についても
「日本人と同等以
上」とされている
が，優れた技術・
ノウハウで日本
人よりも効率的・
低コストで施工・
製造が可能なも

「技能」の在留資格
は，外国に特有の建
築等技能者，外国に
特有の製品の製造等
技能者等であって10
年に上の実務経験を
有する者が該当する
者として定められ，ま
た，日本人と同等額
以上の報酬を受ける
ことが要件とされてい
るところである。

出入国管理
及び難民認
定法第7条第
1項第2号の
基準を定める
省令の表の
「技能」の項

C －

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。

提案者の要望は我が国にない優れた技術・ノウハウ
を有する外国人を招聘するため「技能」資格の基準
（実務経験、同等額以上の報酬等）の緩和を求めてい
るものであるから、特区において実現できないか検討
し、回答されたい。

建築技能者については，外国に特有の建築等技能を要
する業務の実務経験が１０年以上の者の指揮監督を受け
て従事する場合には，実務経験は５年でよいこととされて
いる。ただし，外国人について低賃金労働を認めること
は，適当ではない。

Ｃ→Ｄ
－１

D-1 － D-1 － 1197010 北九州市
北九州市国
際物流特区

43 法務省 0500490

外国人の在留資格
要件（審査基準）の
緩和「技能」（ブレン
ダー及びソムリエ）

特区でワイン製
造販売にかかる
ブレンダー及びソ
ムリエと呼称され
る外国人技能者
招聘する場合，
「技能」の在留資
格について，雑誌
等に紹介された
記事等著名であ
ることなどの要件
を加えた上、経歴
要件を５年に短
縮されたい。

「技能」の在留資格
は，料理の調理等に
かかる技能で外国に
おいて考案され我が
国において特殊なも
のについて10年に上
の実務経験を有する
者が該当する者とし
て定められているとこ
ろである。

出入国管理
及び難民認
定法第7条第
1項第2号の
基準を定める
省令の表の
「技能」の項

C －

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。

提案者の要望は、ブレンダー、ソムリエで経験が１０年
に満たないが優れて能力を有する外国人技能者を、
記事紹介等によりその分野において著名であることを
証明する等の要件に加えた上で招聘するため「技能」
の経歴要件「１０年」を「５年」に短縮することを求めて
いるものであるから、特区において実現できないか検
討し、回答されたい。

法務省のみで回答できない問題であるが，ソムリエについ
て，国際的なコンクールにおける優勝等の実績がある等
客観的に高度な能力を有すると判断される場合には，「技
能」の経験要件を５年とすることについて関係行政機関と
協議する。

Ｃ→Ｂ
－１
（ただ
し，関
係行
政機
関と
の協
議を
要す
る。）

B-1 －
関係行政機関と早急に協議の上、回答された
い。

ソムリエについて，国際的な規模で
開催される競技会において受賞した
ことがある者等について，当該技能
を要する業務に従事する場合にあっ
ては、現行１０年の実務経験年数の
要件を５年に短縮する。

Ｂ－
１

Ⅲ B-1 Ⅲ 1376080 丹波町
丹波ワイン
産業振興特

区

法務省

研究業務におけ
る在留資格にお
いて、特区内にお
けるデザインの研
究活動のみなら
ず芸術や、デザイ
ン業務に関わる
活動全般につい
て資格外活動許

ー

構造改革特
別法第１５
条，出入国管
理及び難民
認定法第１９
条

Ｄー２ ー
特区法第１５条に基づき「特定活動」の在留資格を付与された外国人デザイン研究者
は，資格外活動許可を取得すれば，芸術やデザイン業務に関わる活動全般に従事す
ることが可能である。

2185010
丸正ニット
ファクトリー
(株)

国際デザイ
ン交流特区

2185020
丸正ニット
ファクトリー
(株)

国際デザイ
ン交流特区

2185030
丸正ニット
ファクトリー
(株)

国際デザイ
ン交流特区

45 法務省 0500350

外国人研究者等が
特区内企業と共同
研究・開発や起業を
容易にするため、特
区で認められる在留
資格や資格要件、在
留期間の緩和と共に
資格変更の手続きを
簡素化

外国人研究者等
が特区内企業と
共同研究・開発
や起業を容易に
するため、特区で
認められる在留
資格や資格要
件、在留期間の
緩和と共に資格
変更の手続きを

ー
構造改革特
別法第１５条

Ｄー２ ー
外国人研究者が特区内企業において研究活動を行い，その成果を利用して起業しよう
とする場合には，特区法第１５条に基づき「特定活動」の在留資格が付与され，当該在
留資格を変更することなく，研究から事業運営への活動変更が可能である。

D-2 ー D-2 ー 1318030 大田区
OTA産業経
済特区

外国人熟練工の実際の活動内容が判明しなければ回答
できない。

提案者の要望は、サハリン石油・天然ガス開発プロ
ジェクト関連事業において，工期内工事の完成を図る
ため，「技能」の在留資格をもって在留する者に該当す
る者として，外国人熟練工の就労を可能とすることを
要望するものである。特区において実現できないか検
討の上回答されたい

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「技能」の項

ー
構造改革特
別法第１５条

法務省

サハリン石油・天
然ガス開発プロ
ジェクト関連事業
において，工期内
工事の完成を図
るため，モジュー
リング（組立）や
コーティングなど
の特殊作業に外
国人熟練工で
あって１０年上の
経験を有しない
者であっても就労
できることとされ

「技能」の在留資格を
もって在留する者に
該当する者として，外
国に特有の製品の製
造等技能者で１０年
以上の実務経験を有
する者が定められて
いる。

0500360

外国人在留資格の
「技能」項目の追加
（サハリン石油・天然
ガス開発プロジェクト
関連事業における外
国人熟練工就労）

法務省

外国人デザイン
研究者の在留期
間を5年間まで延
長し，また，在留
資格要件を緩和
されたい。

デザイン研究者の資
格要件の緩和

0500330

Ｄー２ ー
特区法第１５条に基づき「特定活動」の在留資格を付与された外国人デザイン研究者
の在留期間の上限は５年であり，また，法務省令に定める「研究」の在留に係る上陸許
可基準は適用されない。

Ｃ ー

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。

D-2 ー

C-1 ー

44

41 C-1 ー

D-2 ー
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

現行制度において，「研修」の在留資格による受入れにつ
いて，分野の限定は行っていない。

2076010
恵北ビル
管理株式
会社

老人介護
福祉特区

（新管理コード0500370と同一であり削除相当） 2076010
恵北ビル
管理株式
会社

老人介護
福祉特区

47 法務省 0500420
「研修」資格による在
留期間の延長

企業の経営基盤
の安定、強化を
図るため，外国人
研修生、実習生
について，在留期
間を３年（研修　１
年、実習　２年）
から５年（研修　１
年、実習　４年）に
延長されたい。

研修，実習を合わ
せ，滞在期間は３年
以内とされている。

出入国管理
及び難民認
定法第２条の
２第３項，出
入国管理及
び難民認定
法施行規則
第３条，別表
第２

Ｃ －

研修と技能実習を合わせて最長３年間の滞在が認められるが，これは平成９年に各方
面等からの要望によって，最長２年間であったものを最長３年間に延長した経緯があ
る。一方，低賃金労働力としての研修制度の悪用事案など問題が払拭されない現状に
おいて，また，研修制度の趣旨と単純労働者受入れとの相違という観点からも，現行
以上に滞在期間の延長を認めることは適当ではない。

提案者の要望は、地場産業の空洞化に歯止めをか
け、もの作りに関する産業集積を図ることを目的に優
秀な外国人研修生、実習生の在留期間の延長を要望
するものである。例えば、研修期間中において信頼性
が確認できた場合に限定する等の代替措置を講じた
場合、特区において同提案が実現できないか具体的
に検討し、回答されたい。

我が国の研修制度の目的は，開発途上国等の経済発展
を担う「人づくり」に寄与する国際貢献を目的としているも
のであり，地場産業の空洞化に歯止めをかけ，もの作りに
関する産業集積を図ることを目的としている制度ではな
い。また，研修制度の目的は修得した技術等の海外移転
を図ることにある。現行以上に研修・技能実習期間を延長
することは，このような制度の目的に反することになりか
ねず，適当ではない。

C-1 － C-1 － 1390010 西条市
外国人研
修・技能実
習制度特区

1391010 西条市
外国人研
修・技能実
習制度特区

2132010
北斗国際
交流事業
協同組合

中国人研修
実習受入れ
特区

2030040
三菱地所
株式会社

国際人材育
成・技術交
流特区

1293010 上勝町

外国人研
修、技能実
習制度（ＪＩＴ
ＣＯ）の規
制緩和特区

1293020 上勝町

外国人研
修、技能実
習制度（ＪＩＴ
ＣＯ）の規
制緩和特区

1293030 上勝町

外国人研
修、技能実
習制度（ＪＩＴ
ＣＯ）の規
制緩和特区

どのような場合、介護分野で「研修」による受
け入れができるのか具体的に示されたい。

ー

貴省の回答では「研修内容が「研修」の在留資格に係
る左記法務省令等に定める要件に適合する場合に
は，研修生の受入れが可能である」とあるが、提案者
の要望事項は上記対象となると考えてよいか回答さ
れたい。

法務省
厚生労
働省

0500370
「研修」の在留資格
による介護分野での
研修

介護分野におい
て、介護保険法
制定後、国家資
格（介護福祉士）
を要し、日本での
技能習得向上を
求める要望が多
いので、「研修」
の在留資格によ
る介護分野での
研修を目的とする
外国人の受入れ
を認められたい。

ー

出入国管理
及び難民認
定法第7条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「研修」の項
等

介護分野であることを理由に一律に研修生の受入れを認めないということではなく，研
修内容が「研修」の在留資格に係る左記法務省令等に定める要件（同一作業の反復で
ないこと，帰国後修得技術を要する業務に従事する予定があること，日本で修得する
必要性等）に適合する場合には，研修生の受入れが可能であると考えられる。ただし，
上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされている。

「研修」の在留資格について，地方公共団体による指導等積極的な関与が行われてい
ることを条件として，受入れ人数枠に係る要件を緩和することを検討する。ただし，上陸
許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基準を
定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされている。

Ⅲ

企業の活性化と
国際交流の発展
を図るため，「研
修」の在留資格に
ついて，受入れ
人数枠に係る要
件を緩和された
い。

「研修」の在留資格に
ついて，受入れ機関
の常勤の職員の総数
に対する研修生の受
入れ人数が要件とさ
れている。

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「研修」の項
等

0501010

「研修」在留資格要
件の緩和（受入れ人
数枠）

技能実習移行対象
職種等の拡大

Ａ

Ｄー1

職業能力開発促進法に基づく技能検定の職種に農業一般等を追加することとしなくと
も，（財）国際研修協力機構に認定されれば，技能実習移行対象職種（作業）の拡大は
可能である。

0500530

Ｅ ー

厚生労
働省
法務省
農林水
産省

技能実習移行対
象職種等の拡大

技能実習移行対象職
種（作業）に，対象技
能が公的に評価でき
るものであって，か
つ，研修生送出国の
ニーズに合致したも
のを認定する制度の
仕組みとして，①職
業能力開発促進法に
基づく技能検定（５１
職種，７１作業）と②
（財）国際研修協力機
構の認定する公益法
人等の評価制度の仕
組み（１０職種，３２作
業）がある。

法務省

技能実習制
度に係る出
入国管理上
の取扱いに
関する指針
（平成５年法
務省告示第４
１号）
技能実習制
度推進事業
運営基本方
針（平成５年
労働省公示）

早急に、受入れ人数枠に係る要件緩和の具体的事項
につき検討ありたい。

法務省だけで回答できる問題ではないが，地方公共団体
による指導等積極的な関与及び受入れ機関が過去に研
修に係る不正行為を行ったことがないなど一定の条件の
下，受入れ人数枠に係る要件の緩和措置を図るべく，検
討を始めているところであり，早急に成案を得て，関係行
政機関に協議する。

D-1 ー

Ａ Ⅲ

Ｅ ー

46

48

49

介護技術の修得等について，同一
作業の反復でないこと，帰国後修得
技術を要する業務に従事する予定
があること，日本で修得する必要性
等の法務省令等に定める要件に適
合する場合には，研修生の受入れ
が可能である。

D-1 ー

Ａ Ⅲ

Ｅ ー
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

1160030 大垣市 ＩＴ文化特区

1298030 岐阜県 ＩＴ特区

1299030 岐阜県
特定成長産
業集積特区

1238020 宮城県
みやぎＩＴ特
区

1298020 岐阜県 ＩＴ特区

1299020 岐阜県
特定成長産
業集積特区

1160020 大垣市 ＩＴ文化特区

1238030 宮城県
みやぎＩＴ特
区

1249020
福岡県・福
岡市

福岡アジア
ビジネス特
区（福岡ア
ジアビジネ
ス地区）

Ｃ→Ａ  Ⅰ

Ｃ→Ｄ
－１

ＩＴ関連産業が国
際的な競争力を
持つためには、国
内で不足している
高度な技術力を
有する人材を外
国から確保する
必要があるため，
在留期間の上限
を５年に延長され

たい。

外国人の適正な在留
管理を図ることを目
的として，最長３年の
一定期間ごとに外国
人の在留中の活動状
況等を確認し，引き
続き在留を認めるこ
との可否を決定する
仕組みをとっている。

出入国管理
及び難民認
定法第２条の
２第３項，出
入国管理及
び難民認定
法施行規則
第３条，別表
第２

Ｃ

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「技術」の項

Ｃ －

構造改革特別区域法第１５条に基づき本年４月から実施予定の「外国人研究者受入れ
促進事業」については，「研究」と併せて「経営活動」を行おうとする外国人の活動形態
の特殊性にかんがみ，現行制度において最長の在留期間である「３年」（ただし「永住」
を除く。）を伸長して「５年」とすること等としたものであるから，当該事業の施行状況等

を踏まえて検討する必要がある。

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関

係省庁連絡会議において検討する必要がある。

0500380

0500450

ー法務省
ＩＴ関連分野における
「技術」在留資格者
の在留期間延長

法務省

外国人ＩＴ技術者
が特区内の企業
に就業した場合，
「技術」の在留資
格について１０年
の実務経験要件
を短縮されたい。

－
ＩＴ技術者の「技術」
在留資格の実務経
験要件の短縮

提案者の要望は、「技術」資格による在留資格を得る
場合において、技術の進展が著しいIT技術者につい
ては１０年以上の実務経験期間を短縮することを要望
するものであるので特区において実現できないか検討
し、回答されたい。

提案者の要望は、地域の産業集積を図るための「技
術」資格における在留期間の延長であり、「研究」等他
の資格とは区別して検討する必要がある。提案の趣
旨を踏まえ、先の特定研究事業活動の例と同様に地
方自治体が適切な代替措置を講じることにより、特区
において先行的に実現することができないか具体的に
検討し、回答されたい。

本件特例措置を行う特区の地域特性要件等について困
難な面があるが，ＩＴ産業の重要性にかんがみ，検討中。

ＩＴ産業の振興を推進し，外国人ＩＴ技術者の受入れを促進
することにより地域の活性化を図ろうとする地域におい
て，同一の機関に所属して当該地域内の施設で３年を超
える期間ＩＴ分野の業務に従事することが予定されているＩ
Ｔ技術者につき，現行の「技術」の在留資格に係る基準に
適合することを前提に，特定活動の在留資格を付与し，当
該在留資格に伴う在留期間を５年とする特例措置を検討
する。

ＩＴ技術者については，平成１３年１２月，その受入れ拡大
を目的として，法務省告示で定める国内外の情報処理に
関する試験の合格者等であれば実務経験を要しないこと
とする措置を講じている。

A Ⅰ

D-1 －

50

51

A Ⅰ

D-1 －
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

1298060 岐阜県 ＩＴ特区

1299050 岐阜県
特定成長産
業集積特区

1160010 大垣市 ＩＴ文化特区

1298010 岐阜県 ＩＴ特区

1299010 岐阜県
特定成長産
業集積特区

1082020 稚内市
国際交流特
区

1082020 稚内市
国際交流特
区

55 法務省 0500980

外国人の在留資格
要件の緩和（「技術」
の在留資格の実務
経験要件短縮）

「技術」の在留資
格の実務経験要
件について，「１０
年以上」を「３年
以上」に短縮され
たい。

「技術」の在留資格に
ついては，学歴要件
（大卒（短大卒を含
む。）及びこれと同等
以上）又は経験要件
（１０年以上）及び報
酬要件が定められて
いる。

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「技術」の項

Ｃ －

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。

C-1 － C-1 － 1250020
福岡県・久
留米市

福岡アジア
ビジネス特
区（久留米
アジアバイ
オ地区）

56 法務省 0500390

外国人の在留期間
の延長（「投資・経
営」「法律・会計業
務」「技術」「人文知
識・国際業務」「企業
内転勤」「技能」の在
留期間一律３年間へ
の延長）

特区内の研究者
には在留期間の
特例措置が認め
られたが、その他
の優秀な技術や
技能、専門知識
等を有する外国
人ビジネスマンに
対しても在留期
間を一律３年間
に延長する措置

－ － Ｄー1 －
平成１１年から，主な就労資格について，在留管理上の問題等がなければ原則として
最長の在留期間を付与する措置をとっている。

D-1 － D-1 － 1220010 兵庫県
国際経済特

区

貴省の回答では「専門士の称号を取得した者
で，かつ，専修学校における習得内容と従事
しようとする業務との間に関連性が認められる
場合は，「技術」等の在留資格へ変更すること
ができる。」とあるが、提案者は「外国の一部
の情報関連試験の合格者を「同等以上」の者
として認める運用がなされているが、高度な教
育を行っている専修学校の卒業者（専門士及
びこれと同等以上の者）を認める制度がな
い。」としているので、これを認める枠組みが
構築できるか、具体的に検討し、回答された
い。

貴省の回答では「他の企業等へ派遣され稼働
する場合，一般的には，派遣先及び予定職務
等が確定しており，かつ，常勤職員として雇用
されることにより立証されている」とあるが、ど
の程度派遣先企業について特定されている必
要があるか確認されたい。

技術者については，現行制度の下において，本邦の公私
の機関が一定の経歴を有し，日本人と同等以上の報酬を
受けて自然科学の分野に属する技術又は知識を要する
業務に従事する者を雇用した場合に当該技術者の入国
は可能である。

Ｃ→Ｄ
－１

法務省
厚生労
働省

0500540

外国人の在留資格
要件（審査基準）の
緩和（サハリン石油・
ガス開発プロジェクト
におけるロシア人技
術者の雇用）

サハリン石油・ガ
ス開発プロジェク
トにおいて，石油
ガス関係など特
殊技術が必要な
分野におけるロ
シア人技術者の
雇用を可能とされ
たい。

「技術」の在留資格に
ついては，学歴要件
（大卒（短大卒を含
む。）及びこれと同等
以上）又は経験要件
（１０年以上）及び報
酬要件が定められて
おり，また，「技能」の
在留資格について
は，石油探査等技能
者について該当する
者として定められてい
る。

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「技術」「技
能」の項

C

提案者の要望は、サハリンプロジェクトに限りロシア人
技術者の就労を特区において可能とするためことを求
めるのもであるから、特区において実現できないか検
討し、回答されたい。

外国人ＩＴ技術者の
在留資格要件の緩
和　「技術」（派遣会
社社員の在留資格
を付与）

出入国管理
及び難民認
定法第２０条

Ｄー1 －
専門士の称号を取得した者については，専修学校における修得内容と従事しようとす
る業務との間に関連性が認められるときは，「技術」等の在留資格への変更が認めら
れている。

0500470

0500440法務省

外国人が実際に就労活動に従事する派遣先企業が確定していれば，派遣会社に雇用
されている外国人について「技術」等の在留資格で受入れを認めている。

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。

－法務省

「技術」の在留資
格について，技術
者が派遣される
企業との契約が
求められ、派遣会
社の社員となった
だけでは在留資
格が認められな
いため，技術者
が国内の派遣会
社の社員となった
場合でも在留資
格を付与された
い。

－
出入国管理
及び難民認
定法別表第１

Ｄー1

専修学校の卒業
者（専門士及びこ
れと同等以上の
者）が特区内の
企業に就業した
場合には，「技
術」の在留資格に
係る学歴要件に
適合することとさ
れたい。

－

外国人ＩＴ技術者の
在留資格要件の緩
和（外国の専修学校
卒業者への「技術」
の在留資格付与）

貴省の回答は，提案者の要望にある専修学校の卒業
者（専門士及びこれと同等以上の者）を「技術」の在留
資格者と認めるものと解してよいか。

提案者の要望は地域における産業集積を促進する観
点から技術者が国内の派遣会社の社員となった場合
から「技術」資格による在留を認めるを求めているもの
であるが、貴省の回答ではこれに対して回答していな
いと考えられるので、具体的に検討し、回答されたい。

外国人ＩＴ技術者が本邦の派遣会社の社員として雇用契
約を結び就労することは技術の在留資格を取得すること
の妨げとはならない。ただし，自然科学の分野に属する技
術又は知識を必要とする業務に従事することを立証する
必要があり，他の企業等へ派遣され稼働する場合，一般
的には，派遣先及び予定職務等が確定しており，かつ，
常勤職員として雇用されることにより立証されている。

提案者の要望にある「専門士及びこれと同等以上の者」
の「これと同等以上の者」の具体的内容が明らかでないの
で正確な回答ができないが，専門士の称号を取得した者
で，かつ，専修学校における習得内容と従事しようとする
業務との間に関連性が認められる場合は，「技術」等の在
留資格へ変更することができる。

D-1 －

C-1 －

D-1

52

53

54

現行法上，「技術」の在留資格取得
許可手続等において，派遣先が確
定していないことのみをもって不許
可とするものではないが，その旨を
通達等を発出して明確化する。な
お，派遣先企業が複数あるうちのい
ずれかである場合でも，「特定」され
ているとして取り扱うことは可能であ
る。

情報処理技術者試験については，
各国試験との相互認証を踏まえ，大
卒相当以上の知識・技術水準以上
にあると見なすことができる試験等
について大卒同等以上の者として認
める措置を講じているところ，専門士
についてはこうした制度がないため
対応が困難である。

D-1 －

C-1 －

D-1
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

57 法務省 0500520

外国人の在留資格
要件（審査基準）の
緩和（「企業内転勤」
在留資格の要件に
研究を付加）

「企業内転勤」の
在留資格につい
て，企業が海外
で優秀な人材(研
究者等）を採用し
た場合に、直ちに
日本に呼び寄せ
るため，１年以上
の業務従事要件
を不要とし、研究
の業務を対象に
加えられたい。

「企業内転勤」の在留
資格の要件として「申
請に係る転勤の直前
に外国にある本店，
支店その他の事業所
において１年以上継
続して・・技術・・又は
人文知識・国際業
務・・の業務に従事し
ていること」とされて
いる。

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「企業内転
勤」の項

C
外国にある本・支店等の職員が本邦にある事業所に転勤する場合であっても，「研究」
の在留資格に係る要件に適合する者は「研究」の在留資格で入国することができるの
であり，この場合には，１年以上の勤務実績は不要である。

提案者の要望は、特区において技術または人文知
識・国際業務の業務に従事する外国人の「企業内転
勤」資格による在留資格審査基準緩和を求めているも
のであるが、貴省からの回答はこれに対して回答して
いないと考えられるので、具体的に検討し、回答され
たい。

企業内転勤の在留資格は，技術，人文知識・国際業務の
在留資格に該当する活動を行う外国人のうち同一企業内
の転勤者として我が国の事業所において限られた期間勤
務する者について，技術や人文知識・国際業務の在留資
格とは別の基準により受け入れるものであり，企業内転
勤の基準に該当しない者は，技術，人文知識・国際業務
の在留資格の形態により入国することも可能である。

Ｃ→Ｄ
－１

D-1 D-1 1306110 神戸市
国際みなと
経済特区

1249030
福岡県・福
岡市

福岡アジア
ビジネス特
区（福岡ア
ジアビジネ
ス地区）

1250030
福岡県・久
留米市

福岡アジア
ビジネス特
区（久留米
アジアバイ
オ地区）

59

法務省
厚生労
働省
（医政
局指導
課）

0500430

外国人の在留資格
要件（審査基準）の
緩和（日本国の医師
免許を持つ外国医
師の離島病院での
診療）

日本国の医師免
許を持つ外国人
に、医師の確保
が困難な離島に
ある病院での診
療に係る業務を
容認する。

外国医師が日本にお
いて医療活動を行う
ためには、
・ビザ申請人が医師
等の業務に日本人が
従事する場合に受け
る報酬と同額以上の
報酬を受けて従事す
ること
　・外国人が行う医療
活動が、次のいずれ
かの場合①医学の課
程を修めて卒業した
者が、当該大学６年
以内の期間中に当該
大学の病院等におい
て研修を行う場合②
医師の確保が困難な

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令

C －
「医療」の在留資格の要件として、へき地等の診療所において診療に従事することとし
ているのは、へき地等において医療サービスを受ける機会を保障するために設けられ
た特例的な措置であり、これを拡大することは不適当。

本提案の要望は明らかに医師が不足しているへき地
の病院においてその医師を充足するための要望であ
る。同提案の主旨に鑑み、特区において実現すること
ができないか具体的に検討し、回答されたい。

厚生労働省における検討を踏まえ，回答することとした
い。なお，基準省令の改正については関係行政機関との
協議が必要である。

C-1 －
関係行政機関と早急に協議の上、回答された
い。

日本の医師免許を取得した外国人
の「医療」の在留資格について、医
師の確保が困難な地域の診療に関
しては、「診療所」における診療に限
定されているものを、「病院」にも拡
大する。

B-1 － 1136020 長崎県
しま交流人
口拡大特区

60 法務省 0500500

外国人の在留資格
要件（審査基準）の
緩和（「投資・経営」
資格の審査基準を
緩和、「短期滞在」資
格での在留期間を
延長）

外国企業の国内
進出のための準
備活動について
は、「投資・経営」
資格の審査基準
を緩和されたい。
また、「短期滞
在」資格に対応す
る在留期間を延
長するたい。

「投資・経営」の在留
資格の要件として「当
該事業がその経営又
は管理に従事するも
の以外に２人以上の
本邦に居住する者で
常勤の職員が従事し
て営まれる規模のも
のであること」とされ
ており，また，「短期
滞在」資格について
は在留期間が90日，
30日又は15日とされ
ている。

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「投資・経営」
の項，出入国
管理及び難
民認定法施
行規則別表
第１

Ｄー1 －
外国企業の国内進出のための準備活動を目的とする外国人については，「短期滞在」
の在留資格による受入れが可能である。なお，適正な準備活動が継続しており，相当
と認められる場合は，更新を認めることとしている。

特区内における外資導入を促進するという提案者の
要望の主旨に鑑み、外国企業の国内進出のための準
備活動を目的とする外国人について「投資・経営」資
格にて在留することが特区において実現できるか、具
体的に検討し、回答されたい。

外国企業の国内進出のための準備活動は事業の経営・
管理を行う活動ではなく，また，本邦における就労活動で
はないことから，かかる活動を行う者を就労資格である
「投資・経営」の在留資格により受け入れることはできな
い。

C-1 － C-1 － 1197030 北九州市
北九州市国
際物流特区

1220020 兵庫県
国際経済特

区

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「企業内転
勤」の項

Ｃ －

「企業内転勤」の
在留資格の業務
従事要件につい
て，「１年以上」を
「６ヶ月以上」に短
縮されたい。

「企業内転勤」の在留
資格の要件として「申
請に係る転勤の直前
に外国にある本店，
支店その他の事業所
において１年以上継
続して・・技術・・又は
人文知識・国際業
務・・の業務に従事し
ていること」とされて
いる。

外国人の在留資格
要件の緩和（「企業
内転勤」の在留資格
の要件緩和（経営・
管理経験不要、直前
の継続勤務期間短
縮、一定以上の特区
指定区域内の不動
産所有、更新時の利
益要件の撤廃）

法務省 0500970

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。

C-1 －58 C-1 －
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

1306100 神戸市
国際みなと
経済特区

1325050 横浜市 交流特区

1220030 兵庫県
国際経済特

区

1249030
福岡県・福
岡市

福岡アジア
ビジネス特
区（福岡ア
ジアビジネ
ス地区）

1250030
福岡県・久
留米市

福岡アジア
ビジネス特
区（久留米
アジアバイ
オ地区）

1249030
福岡県・福
岡市

福岡アジア
ビジネス特
区（福岡ア
ジアビジネ
ス地区）

1250030
福岡県・久
留米市

福岡アジア
ビジネス特
区（久留米
アジアバイ
オ地区）

提案者の意見では「利益が出ていないと査証
の更新は困難である」とある。事業が継続的、
安定的に営まれることの要件について確認さ
れたい。

提案者の要望は、地域において国際的なビジネス交
流の拠点を形成するためその障害除去としての「投
資・経営」資格の審査基準緩和を求めているものであ
るから早急に検討されたい。

法務省

「投資・経営」の
在留資格の取得
及び更新につい
て，一定以上の
特区区域内の不
動産所有をもって
これを許可された
い。

「投資・経営」の在留
資格の要件として「当
該事業がその経営又
は管理に従事するも
の以外に２人以上の
本邦に居住する者で
常勤の職員が従事し
て営まれる規模のも
のであること」とされ
ている。

0500960

外国人の在留資格
要件（審査基準）の
緩和（「投資・経営」
の在留資格の取得
更新要件の緩和）

－

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。なお，在留資格の取得の要件のひと
つとして年間投資額が５００万円以上であることととされているところ，当該年間投資額
には本邦の事業所として使用する施設である不動産の所有も加味しているところであ
る。また，「投資・経営」の在留資格は事業経営・事業管理の活動を行う者を対象とした
ものであり，不動産投資を行ったことのみをもって「投資・経営」の在留資格を付与する
ことは不適当である。

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「投資・経営」
の項

Ｃ －

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされている。
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。なお，２人以上の従業員を雇用してい
ない場合でも，投資額が年間５００万円以上であればよいこととされている。

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「投資・経営」
の項

Ｄー1

法務省

「投資・経営」の
在留資格につい
て，従業員雇用
の要件や経営・
管理経験の要件
を不要とされた
い。

「投資・経営」の在留
資格の要件として「当
該事業がその経営又
は管理に従事するも
の以外に２人以上の
本邦に居住する者で
常勤の職員が従事し
て営まれる規模のも
のであること」「申請
人が本邦における貿
易その他の事業の管
理に従事しようとする
場合は，事業の経営
又は管理について３
年以上の経験（大学
院において経営又は
管理に係る科目を専
攻した期間を含む。）
を有」することとされ
ている。

外国人の在留資格
要件（審査基準）の
緩和（「投資・経営」
資格要件緩和）

0500510

法務省

「投資・経営」の
在留資格につい
て，「当該事業が
その経営又は管
理に従事するも
の以外に２人以
上の本邦に居住
する者で常勤の
職員が従事して
営まれる規模の
ものであること」と
する要件を撤廃さ
れたい。

「投資・経営」の在留
資格の要件として「当
該事業がその経営又
は管理に従事するも
の以外に２人以上の
本邦に居住する者で
常勤の職員が従事し
て営まれる規模のも
のであること」とされ
ている。

－

上陸許可基準に係る法務省令（出入国管理及び難民認定法第７条第１項第２号の基
準を定める省令）の改正は，制度上，関係行政機関の長と協議するものとされており，
また，外国人労働者受入れの在り方に関わる事項については，外国人労働者問題関
係省庁連絡会議において検討する必要がある。

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「投資・経営」
の項

Ｃ

「投資・経営」の在留資格は，日米通商航海条約等を受け
て相当額の投資をした外国人が投資した企業の経営・管
理に従事する活動を規定するものであり，事業規模の要
件を廃止していかなる規模の事業でも外国人の受入れを
認めることとすることはできない。
なお，相当額の投資をしていない企業の経営又は管理に
従事する活動は，例えば，経営学の分野に属する知識を
要する場合には人文知識・国際業務の在留資格の問題と
なるが，人文知識・国際業務の在留資格に係る基準に
は，事業規模の要件は定められていない。

D-1 －

C-1 －61

62
「投資・経営」の在留資格該当性に
ついての立証方法について，解釈を
明確化する通達等を発出する。

C-1 －

D-1 －
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

63

法務省
外務省
国土交
通省

0500560

海外からのビザなし
渡航の特例（サハリ
ンプロジェクト関連
の石油掘削船の船
員手帳による特例上
陸許可）

サハリンプロジェ
クト関連の石油掘
削船が修理のた
め入港する際に、
当該船員につい
て船員手帳によ
る特例上陸許可
を認める。

入国審査官は、外国
人である乗員（本邦
において乗員となる
者を含む。）が、船舶
等の乗換え、休養、
買物等の目的で、１５
日を超えない範囲内
で上陸を希望する場
合に、乗員上陸を許
可することができる。

出入国管理
及び難民認
定法第１６条

Dー1 －
船舶等の通常の運行に必要な用務に従事する船員については、船員手帳により乗員
上陸許可が認められている。

提案はサハリンプロジェクト関連の石油掘削船の船員
を船員手帳による上陸を認めてほしいというものであ
る。提案の主旨に鑑み、要望が実現できないか検討
し、回答されたい。

船員手帳を有する船舶の乗組員については乗員上陸許
可の対象となる。

D-1 － D-1 － 1082010 稚内市
国際交流特
区

64 法務省 0500580
外国人登録証明書
の代理受領権者の
拡大

外国人登録証明
書の代理受領権
者の拡大

外国人登録法第５条
２項の規定による市
町村の長の指定する
期間内に交付される
登録証明書の受領に
ついては，当該外国
人の同居の親族が当
該外国人に代わって
これを行うことができ
る。

外国人登録
法第15条第3
項

Ｃ －

外国人の負担軽減という観点からは，平成１１年の法改正により，代理受領の要件の
緩和という形で対応している。そもそも，外国人登録証明書は，外国人の身分関係及
び居住関係を即時的に把握するために常時携帯義務が課せられていることから，本人
が確実に受領するのが原則であり，代理受領権者を安易に拡大すべきではない。

貴省からの回答では「本人が確実に受領することが原
則であり，代理受領権者を安易に拡大すべきではな
い」としているが地方自治体が適切な代替措置を講じ
ることにより、特区において要望を実現することができ
ないか検討し、回答されたい。

１６歳以上の外国人は外国人登録証明書の常時携帯義
務が課されており，警察官等から提示を求められればこ
れに応じなければならないとされている（外国人登録法１
３条１項及び２項）ところ，これら常時携帯義務及び提示義
務はいずれも罰則によって担保されている（１８条６項，７
項及び１８条の２第４号等）。このような制度の下で，登録
証明書の代理受領を同居者以外の者にまで広げるのは，
本人自身の受領・携帯・提示との関係や上記の義務及び
罰則との関係で調整が極めて困難であり，受領ー携帯ー
提示という一連の義務を罰則で担保するという現在の外
国人登録制度の根幹を揺るがすこととなる。

　 C-1 －

提案者の意見では「現状では、本人が仕事を
中断もしくは休んで手続きをしなければならな
い。地域事情を考慮する中で検討願いたい」
とあり、これについて具体的に検討し、回答さ
れたい

外国人登録証明書の常時携帯義務
等の趣旨にかんがみ，本人受領の
確実性を担保するためには，代理受
領権者の拡大は困難である。

C-1 － 1153060 浜松市
外国人との
地域共生特

区

65 法務省 0500590
外国人登録手続申
請書類のポルトガル
語，中国語等併記

外国人登録手続
に係る申請書類
について，ポルト
ガル語，中国語
等併記の正式な
申請書を作成す
る。

日本語，英語併記の
外国人登録申請書を
使用している。

－ Ｃ －

英語以外の外国語を併記した申請書を作成することとした場合，申請書の種類が増え
ることとなることから，一枚当たりの印刷コストが増加することとなるので，行政経済上
好ましくない。また，申請窓口における外国人との意志疎通を図る一助として，９か国
語（ポルトガル語，中国語等）による詳細な「外国人登録申請書記入見本集・外国人登
録手続案内見本集（平成１４年３月版）」及び所要の改訂を行った「外国人登録事務手
続外国語会話集（平成１４年３月版）」を全国の市区町村に既に配布している。

貴省の回答では「申請書の種類が増えることとなるこ
とから，一枚当たりの印刷コストが増加することとなる
ので，行政経済上好ましくない」とあるが、例えば様式
のみを多言語化し、印刷コストは地方自治体で負担す
る等の代替措置を講じることにより、特区において実
現することができないか具体的に検討し、回答された
い。

市区町村における外国人登録事務に要する経費は，専ら
国の利害に関係のある事務であるため，全額国が負担
（地方財政法第１０条の４）することとされていることから，
特区において申請書の印刷経費を負担することとした場
合，同法したがって外国人登録制度そのものとの整合性
が問題となるものと考えられる。

地方自治体が自主財源によりポルトガル語等を併記した
外国人登録手続申請書類を作成し，同申請書により申請
が行われることは妨げない。

Ｃ→Ｄ
－１

D-1 － D-1 － 1153070 浜松市
外国人との
地域共生特

区

66 法務省 0500600
外国人技能労働者
の在留資格申請書
類の簡素化

外国人技能労働
者の在留資格申
請書類の簡素化

在留資格認定証明書
の交付申請において
は，在留資格に応じ
た立証資料等を提出
することとされてい
る。

出入国管理
及び難民認
定法施行規
則第6条の2

C
在留資格認定証明書交付申請における提出資料については，これまでにも簡素化を
図ってきており，現在提出を求めている資料は，外国人が本邦において行おうとする活
動が上陸条件に適合していることを立証するために必要不可欠なものである。

提案者の要望は、必要書類の削減のみならず、コピー
による代用、書類受理から審査結果通知までの期間
の明確化を含むものである。貴省の回答ではこれに対
して回答していないと考えられるので、具体的に検討
し、回答されたい。

提出資料については，すべて原本の提出を求めるのでは
なく，原本を提示した上でコピーを提出する又はコピーの
みを提出することを認める等，その資料の性質に応じて
柔軟に取り扱うこととしている。
また，処理期間については，申請ごとに必要となる審査の
内容も異なるので処理期間を一律に定めることはできな
いが，「特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優
先処理事業」の実施により，特区の特定事業等に係る外
国人の在留資格申請については，特に迅速な審査が行
われるように，他の案件と区別して優先的に処理すること
としている。

Ｃ→Ｄ
－１

D-1 D-1 1197020 北九州市
北九州市国
際物流特区

67 法務省 0500610
外国人技能労働者
の在留資格申請審
査の迅速化

外国人技能労働
者の在留資格申
請審査の迅速化

－ － Ｄー２ －
「特定事業等に係る外国人の入国・在留諸申請優先処理事業」の実施により，特区の
特定事業等に係る外国人の在留資格申請については，特に迅速な審査が行われるよ
うに，他の案件と区別して優先的に処理することとしている。

D-2 － D-2 － 1197020 北九州市
北九州市国
際物流特区

68 法務省 0500630
「在留資格認定証明
書」の外国語による
交付申請

在留資格認定証
明書交付申請に
おいて，立証資
料等を外国語で
提出することを認
められたい。

認定証明書交付申請
の提出書類が外国語
で作成されているとき
は，資料に訳文を添
付しなければならな
い。

出入国管理
及び難民認
定法施行規
則第62条

Ｄー1 －
英語で作成された資料については，訳文の添付を省略する等により，柔軟に対応して
いる。

訳文が英語で添付されている場合も認められるか検
討の上、回答されたい。

英語以外の外国語で作成された資料について英語による
訳文が添付されている場合は，日本語による訳文がなく
ても認める等できる限り柔軟に対応している。

Ｄー1 － Ｄー1 － 1260040 宮崎県
リゾート宮
崎　ＩＴ特区

69 法務省 0500640

「短期滞在」の在留
資格から「就労可能
な在留資格」への変
更の容認

「短期滞在」から
就労可能な在留
資格への在留資
格変更を認めら
れたい。

在留資格「短期滞在」
で在留する外国人か
らの在留資格の変更
は，やむを得ない特
別の事情に基づくも
のでなければ許可し
ない。

出入国管理
及び難民認
定法第21条
第3項

C

「短期滞在」の在留資格により入国する外国人は，業務連絡等のための短期間の滞在
を目的としていることから，査証が比較的簡易に発給され，又は査証を必要とされるこ
となく，簡便な入国審査により上陸が認められるところ，このような「短期滞在」で在留し
ている者について制限なく在留資格の変更を認めると，査証制度及び在留資格認定証
明書制度の形骸化を招くこととなり，適当でない。

本提案が認められなければ、先に回答いただいた留
学生の卒業後の在留資格を「短期滞在」として就職活
動を行った場合、就職先が確定したあと資格変更のた
め再上陸をしなければならなくなる。地方自治体か代
替措置を講じることにより、特区において実現できない
か具体的に検討し、回答されたい。

留学生が卒業後在留資格を「短期滞在」に変更し就職活
動を行うことを認める措置を講じた場合は，当該「短期滞
在」の在留資格から就労するための在留資格への変更が
可能となる。

Ｃ→Ｄ
－１

C-1

提案者の意見では「短期滞在者に制限なく在
留資格の更新を認めるということではなく、他
の在留資格同様、本邦に居ながら在留資格
の変更手続きを行うことを認めるということで
あり、…審査等を行うことを前提として…変更
が適当であれば他の資格同様に在留資格の
変更が可能となるよう検討いただきたい」とあ
り、これについて具体的に検討し、回答された
い。

「短期滞在」の在留資格により入国
した外国人については，査証制度等
にかんがみ，他の在留資格と同様に
在留資格の変更を認めることは適当
でない。

C-1 1220100 兵庫県
国際経済特

区

70 法務省 0500650
留学生の永住権取
得要件としての在日
通算期間の短縮

地域におけるＩＴ
関連の頭脳外国
人材の定着を図
り、経済交流を推
進するため、永住
権の取得要件と
して必要な１０年
以上の期間につ
いて、相当程度
（学部修学期間で
ある４年程度）に
短縮する。

本邦の大学を卒業し
た留学生は，卒業と
同時に永住許可を受
けることはできず，就
労資格又は居住資格
への在留資格変更許
可を受けた後，一定
期間の在留歴を有す
るようになってからこ
れを受けることができ
る。留学生が学業終
了後本邦内で就職し
た場合，永住許可の
一般原則に係る要件
のうち居住要件につ
いては，「引き続き１０
年以上本邦に在留し
ていること。」のほ
か，この１０年以上在
留している期間のうち

出入国管理
及び難民認
定法第２２条

Ｃ －

「永住者」とは，その生涯を本邦に生活の本拠をおいて過ごすものであるが，永住許可
において在留歴「１０年」及びこのうち就労資格又は居住資格による在留「５年」を要す
るとされていることについては，申請人の在留の態様，家族・親族状況等から見て我が
国社会との有機的関連が相当強くなっていると考えられ，当該期間の在留をもって我
が国社会の構成員として認められるものと評価し得るためである。しかし，「留学」の在
留資格は学ぶことがその活動内容であるため， 長期にわたり本邦に在留していても生
活の本拠が本邦内にあるとは言えないことから，就職後一定期間の在留歴を有するこ
とが必要とされるものである。なお，本邦の大学を卒業した留学生は，相当と認められ
るときは就労資格への変更ができるところ，就労を目的として就労資格により本邦での
在留を継続する場合において，永住許可を受けなければ安定した就労環境を提供でき
ないとはいえないものと思料される。

C-1 － C-1 － 1260010 宮崎県
リゾート宮
崎　ＩＴ特区

法務省

外国人の転職等
に伴うビザ取得
時の一時出国の
緩和

－ － Ｅ －
本邦において就労可能な在留資格をもって在留している外国人が，転職して引き続き
同一の在留資格に該当する活動を行う場合は，一旦出国することなく，在留期間の更
新許可を受けることが可能である。

1260050 宮崎県
リゾート宮
崎　ＩＴ特区

－Ｅ
外国人の転職等に
伴うビザ取得時の一050066071 Ｅ －
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No.
所管官
庁

管理コー
ド

特例事項 特例要望事項 制度の現状
該当法令・条
項等

措置の
分類

措置の内
容

措置の概要(対応策)
各省庁からの回答に対する構造改革
特区推進室からの再検討要請

各省庁からの再検討要請に対する回答

「措置
分類」
の見
直し

「措置
内容」
の見
直し

各省庁からの回答に対する構造改革特区推
進室からの再々検討要請

各省庁からの再々検討要請に対す
る回答

「措
置分
類」
の見
直し

「措
置内
容」
の見
直し

提案事項
コード

提案主体名 特区構想名
特区室措置
の見直し

特区室措置
の見直し

法務省
外国人の転職等
に伴うビザ取得
時の一時出国の
緩和

－ － Ｅ －
本邦において就労可能な在留資格をもって在留している外国人が，転職して引き続き
同一の在留資格に該当する活動を行う場合は，一旦出国することなく，在留期間の更
新許可を受けることが可能である。

1260050 宮崎県
リゾート宮
崎　ＩＴ特区

72 法務省 0500690

日本語教育機関の
既存校と新規校間に
おける「就学」の在
留資格に係る在留
資格認定証明書の
交付率の格差を是
正されたい。

日本語教育機関
の既存校と新規
校間における「就
学」の在留資格に
係る在留資格認
定証明書の交付
率の格差を是正
されたい。

規制自体存在しな
い。

－ Ｅ －
外国人の入国・在留に関する諸申請については，個別審査が原則であり，外国人の受
入れ機関が既存校かあるいは新規校であるかにかかわらず適正に審査しているところ
である。

Ｅ － Ｅ － 2029060 個人 地域の中の
日本語学校

73 法務省 0500700

日本語学校におい
て日本語教育活動
を行う場合、外国人
日本語教師の導入

日本語学校にお
いて日本語教育
活動を行う場合、
外国人日本語教
師の導入を可能
とされたい。

－

出入国管理
及び難民認
定法第７条第
１項第２号の
基準を定める
省令の表の
「人文知識・
国際業務」の
項

Ｄー1 －
日本語学校での語学指導については，「人文知識・国際業務」の在留資格により現在
でも可能である。

D-1 － D-1 － 2029070 個人 地域の中の
日本語学校

74

財務省
法務省
厚生労
働省
農林水
産省

0500940
ＣＩＱの業務を共同で
県等に対する一元
委託

ＣＩＱの業務を共
同で県等に対し
委託を行い、一
元化を図る。

外国人の入国・在留
に関する処分は、国
家・国民の利益と外
国人の人権保障との
調和をとりながら、国
家の主権の行使とし
て国が行っているも
のであり、入管法上、
入国・在留の許可権
限は入国審査官又は
法務大臣が行使する
こととされている。

－ Ｃ －
外国人の入国・在留の許可は、国家・国民の利益と外国人の人権保障との調和をとり
ながら、国家の主権の行使として国が全国一律の基準・手続の下で行うべきものであ
り、当該業務を地方自治体に委託することは困難である。

C-1 － C-1 － 1246010 茨城県
国際物流特

区

75
外務省
法務省

0501020

在留資格「短期滞
在」の在留期間の延
長（同在留資格で本
邦在留中の外国人
（研究者・技術者等）
の，在留期間を１８０
日に延長）

在留資格「短期
滞在」の在留期
間は最長「９０日」
であるため，半年
程度の滞在が必
要な場合であって
もいったん帰国す
ることとなるとこ
ろ，同在留資格で
本邦在留中の外
国人（研究者・技
術者等）の，在留
期間を１８０日に
延長する。

在留期間制度は，一
定期間ごとに外国人
の在留中の活動状況
等を確認して，引き続
き在留を認めること
の可否を決定する仕
組みをとることによ
り，外国人の適正な
在留管理を図ること
を目的とするものであ
るところ，出入国管理
及び難民認定法第２
１条第２項は，在留期
間の更新を受けよう
とする外国人は在留
期間の更新を申請し

出入国管理
及び難民認
定法第２条の
２第３項，第２
１条　　　出入
国管理及び
難民認定法
施行規則第３
条別表第２

Ｄ－１ －

在留資格「短期滞在」在留期間「９０日」を付与された研究者・技術者等の外国人が在
留期間の更新許可申請をした場合，「短期滞在」の在留資格該当性が認められること，
滞在中の費用を支弁し得ることについての立証が行われていること及びその他入国目
的の継続を必要とする合理的な理由がある場合には，在留期間更新を許可していると
ころであり，同許可を受けた外国人は，引き続き９０日つまり入国日から通算して１８０
日滞在することが可能となる。

貴省からの回答をもって提案者の要望に対応できると
考えてよいのか。

申請人が措置の概要（対応策）記載の条件を満たす場
合，在留期間更新の許可によって対応することができる。

Ｄ－１ － Ｄ－１ － 1306120 神戸市
国際みなと
経済特区

－Ｅ伴うビザ取得時の一
時出国の緩和

050066071 Ｅ －
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